
唐
代

に
お
け
る
『
老
子
』
注
鐸
の
状
況
と
玄
宗
御
注
・
御
疏

高
　
橋
　
睦
　
美

は

じ
め
に

　
盛
唐
、
玄
宗
皇
帝
の
世
に
お
い
て
、
皇
帝
御
製
の
名
を
冠
す
る
『
老
子
』
注
と
そ
の
疏
が
著
さ
れ
た
。
爾
書
は
『
道
藏
』
に
『
唐
玄
宗
御

註
道
徳
眞
経
』
（
以
下
「
御
注
」
と
稻
す
る
）
・
『
唐
玄
宗
御
製
道
徳
眞
経
疏
』
（
以
下
「
御
疏
」
と
稻
す
る
）
の
書
名
で
政
め
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御

注
・
御
疏
の
思
想
内
容
に
關
し
て
は
す
で
に
い
く
つ
か
の
先
行
研
究
が
あ
り
、
筆
者
は
前
稿
で
そ
れ
ら
に
封
す
る
検
討
を
行
う
と
と
も
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
こ

筆
者
な
り
の
見
解
を
述
べ
た
。
前
稿
で
は
、
御
注
・
御
疏
の
思
想
的
構
造
を
、
「
妙
本
」
・
「
沖
氣
」
（
「
沖
用
」
）
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
を
手
掛

か

り
に
明
ら
か
に
し
、
先
行
研
究
で
は
そ
の
思
想
内
容
に
差
異
が
あ
る
と
さ
れ
て
き
た
御
注
と
御
疏
と
が
、
基
本
的
構
造
自
饅
は
同
様
で
あ

る
こ
と
を
確
め
た
。
そ
の
上
で
本
稿
で
試
み
た
い
の
は
、
御
注
・
御
疏
の
選
述
が
『
老
子
』
解
繹
史
上
の
い
か
な
る
地
黙
で
あ
り
、
何
を
目

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
ヨ
　

指

し
て
行
わ
れ
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
御
注
・
御
疏
の
撰
述
経
緯
と
注
・
疏
の
關
係
に
つ
い
て
は
、
変
谷
邦
夫
の
論
考
に

詳

し
い
o
そ
の
成
果
を
踏
ま
え
つ
つ
、
本
稿
で
は
ま
ず
、
御
注
・
御
疏
撰
述
當
時
、
及
び
そ
の
前
後
に
存
在
し
た
『
老
子
』
注
の
状
況
を
目

録
等
の
資
料
に

よ
っ
て
確
認
す
る
。
御
注
は
も
と
よ
り
、
様
々
な
書
物
を
引
用
す
る
御
疏
も
、
他
の
『
老
子
』
注
稗
を
引
用
す
る
こ
と
は
ほ
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と
ん
ど
な
い
。
一
方
で
、
御
注
・
御
疏
は
、
「
妙
本
」
と
い
う
特
徴
的
な
語
彙
を
使
用
す
る
こ
と
か
ら
指
摘
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
、
道
士
成

玄
英
の
『
老
子
』
注
と
の
間
に
思
想
的
關
連
が
看
取
さ
れ
る
。
御
注
・
御
疏
撰
述
當
時
の
『
老
子
』
注
残
存
状
況
と
、
そ
れ
ら
の
扱
い
を
確

認
す

る
こ
と
に
よ
り
、
御
注
・
御
疏
の
『
老
子
』
注
稗
上
の
姿
勢
の
一
端
を
う
か
が
え
る
の
で
は
な
い
か
と
予
想
す
る
。
次
に
、
史
書
の
記

述
か

ら
老
子
、
道
教
に
關
係
す
る
記
事
を
探
索
し
、
唐
王
朝
が
行
っ
た
國
家
と
し
て
の
老
子
尊
崇
の
在
り
様
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
盛

唐
が
そ

の

中
で
い
か
な
る
位
置
を
占
め
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
い
き
た
い
。

1
、
盛
唐
以
前
の
『
老
子
』
注

　
本
章
で
は
、
盛
唐
に
至
る
ま
で
に
存
在
し
て
い
た
『
老
子
』
注
に
つ
い
て
確
認
す
べ
く
、
以
下
の
書
物
を
封
象
に
調
査
を
行
う
。
ま
ず
は

『
経
典
稗
文
』
序
録
（
以
下
『
稗
文
』
と
稻
す
）
と
『
惰
書
』
経
籍
志
で
あ
る
。
『
稗
文
』
の
著
者
陸
徳
明
は
陳
・
惰
・
唐
に
仕
え
、
晩
年
、

太
宗
期
に
國
子
博
士
に
任
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
太
宗
の
勅
を
奉
じ
て
作
ら
れ
た
『
惰
書
』
と
共
に
、
初
唐
ま
で
に
存
在
し
た
『
老
子
』
注
を
こ

れ
に

よ
っ
て
確
認
で
き
よ
う
。

　
次

に
、
『
惰
書
』
以
降
で
、
御
注
・
御
疏
撰
述
以
前
に
書
か
れ
た
『
老
子
』
注
に
つ
い
て
は
、
『
道
徳
眞
経
廣
聖
義
』
・
『
奮
唐
書
』
経
籍
志
・

『
新
唐
書
』
藝
文
志
に
よ
っ
て
確
認
す
る
。
『
道
徳
眞
経
廣
聖
義
』
は
、
唐
末
五
代
の
道
教
學
者
杜
光
庭
（
細
－
蹴
）
の
撰
述
に
か
か
り
、
玄

宗
御
注
・
御
疏
の
補
足
撞
充
を
旨
と
し
た
書
物
で
あ
る
。
そ
の
序
に
は
歴
代
『
老
子
』
注
稗
者
⊥
ハ
十
1
家
を
列
畢
す
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
ほ

ぼ
唐
一
代
の
『
老
子
』
注
に
つ
い
て
は
覗
い
得
る
が
、
『
惰
書
』
・
『
奮
唐
書
』
に
収
録
さ
れ
、
『
廣
聖
義
』
に
牧
録
さ
れ
な
い
書
物
も
あ
り
、

ま
た
目
録
に
よ
っ
て
書
名
や
著
者
名
に
異
同
が
あ
る
場
合
も
あ
る
の
で
、
補
足
と
し
て
後
晋
に
完
成
を
み
る
『
奮
唐
書
』
・
北
宋
に
成
る
『
新

唐
書
』
を
参
考
に
す
る
こ
と
と
す
る
。
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表①

時代 経典稗文 晴書経籍志 廣聖義 奮唐書経籍志 新唐書藝文志

存 老子二巻老子撰
老子道徳経二巻
李耳

？ 道徳経三巻 又三春

？ 存
河上公章句四春
（不詳名氏。）

老子道徳経二巻
周柱下史李耳撰。

漢文帝時河上公
注。

河上公章句、漢
文帝時降居険州
河濱、今有廟見
存

老子二巻河上公
注

河上公注老子道
徳経二巻

？ 侠

梁有載國時河上
丈人注老子経二
春

前漢 侠

母丘望之章句二
巻（字仲都、京
兆人。漢長陵三
老。）

漢長陵三老丘望
之注老子二巻

老子章句二巻安
丘望之撰

安丘望之老子章
句二巻

前漢 侠
老子指趣三春母
丘望之撰

老子道徳経指趣
四巻安丘望之撰

又道徳経指趣三
春

前漢 侠

嚴遵注二春（字
君卒、蜀都人。
漢徴士。）又作老

子指蹄十四巻。

漢徴士嚴遵注老
子二春

前漢 残
（又作老子指闘
十四春。）

老子指闘十一巻
嚴遵注

嚴君卒指蹄十四
巻、漢成帝時蜀
人、名遵

老子指蹄十四巻
嚴違志

嚴蓮指掃十四巻

秩
老子指鯖十三巻
漏廓撰

後漢 侠 虞翻注二巻
虞翻注老子二巻、
亡。

魏 存 王弼注二春
老子道徳経二巻
王弼注

山陽王弼注、字
輔嗣、魏時爲旬
書郎

玄言新記道徳二
巻王弼注

王弼注新記玄言
道徳二巻

魏 存
（又作老子指略一
巻。）

老子指例略二春　　　　　． 又老子指例略二
巻

魏 侠
王粛玄言新記道
徳二巻

魏 侠

河南郭象、字子
玄、向秀弟子、
魏晋時人

魏 侠
梁有老子道徳論
二巻、何宴撰

南陽何曼、字卒
叔、魏騎馬都尉

老子道徳論二巻
何曼撰

何憂講疏四巻

魏 侠 又道徳間二巻

魏 侠
老子雑論一巻、
何、王等注

魏 侠 鍾會注二巻
老子道徳経二巻
鐘會注

穎川鍾會、字士
季、魏明帝時人

老子二巻鐘會注 鐘會注二巻

晋 侠

羊砧解稗四巻（字

叔子、泰山卒陽
人。督太傅距卒
成侯。）

梁有老子道徳経
二巻、晋太傅羊
砧解稗

晋僕射太山羊砧、

字叔子、注爲四
巻

老子解稗四巻羊
砧撰

又解稗四巻
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晋 侠 老子二巻羊砧注 羊砧注二巻

呉 侠

萢望州注訓二巻
（字叔文、會稽人。

呉肯書郎。）

東晋 侠

王倫述二巻（字
君曽、瑛邪人。
東菅江州刺史封
杜忠侯。）

老子経二巻、東
替江州刺史王省
述注

老子二巻王借注 王尚注二巻

東晋 侠

程詔集解二巻（鋲

鹿人。東晋郎中
閣内侯。）

老子二春、晋郎
中程詔集解

老子二巻程詔集
注

程詔集注二巻

？ 侠
郡邸氏注二巻（不

詳何人。）

老子二巻、耶邸
氏注

？ 侠
常氏注二春（不
詳何人。）

老子二巻、常氏
傳

？ 侠 盈氏注二巻
老子二巻、盈氏
注。亡。

？ 侠

孟子注二巻（或
云孟康、康字公
休、安卒廣宗人。

魏中書監廣陵亭
侯。）

老子二巻、孟氏
注

？ 侠
巨生内解二巻（不

詳何人。）

梁有老子道徳経
二巻、巨生解

東替 供

蓑眞注二巻（字
彦仁、陳郡人。
東晋西中郎將豫
州刺史。）

老子道徳経二巻、

晋西中郎將蓑眞
注

老子二巻衰眞注 蓑眞注二巻

？ 侠 張嗣注二巻
梁有老子道徳経
二巻、張嗣注

清河張嗣、注四
巻、不知年代

東晋 侠 張逓注二巻
老子道徳経二春、

張葱注

宋人河南張遇、
字長宗、明帝太
常博士、注四巻

老子二巻張葱注 張漁注二巻

東晋 侠

孫登集注二巻字
仲山太原中都人
東晋倫書郎

老子道徳経二巻、

音＝春晋省書郎
孫登注

隠士孫登、字公
和、魏文明二帝
時人

老子二春孫登注 孫登注老子二春

？ 侠 蜀才注二巻
老子道徳経二巻、

蜀才注亡
老子二春蜀才注 蜀才注老子二巻

南齊 侠 王玄載注二巻
老子道徳経二巻、

王玄載注。亡

南齊 侠
顧僅堂話四巻（一
作老子義蹄。）

老子義疏一巻顧
歎撰

昊郡徴士顧歓、
字景恰、南齊博
士、注四巻

老子道徳経義疏
四春顧歓撰

顧歓道徳経義疏
四春

南齊 侠
老子義綱一巻顧
歓撰

又義疏治綱一巻

？ 侠

節解二巻（不詳
作者。或云老子
所作、一云河上
公作。）

老子節解二春
節解上下、老君
與サ喜解

老子節解二巻 節解二巻

（26）



？ 残

想鹸注二巻（不

詳何人。一云張
魯、或云劉表。
魯字公旗、浦國
豊人。漢鎮南將
軍関内侯。）

想爾二巻、三天
法師張道陵所注

東音 侠
老子序決一巻、
葛仙公撰

老子道徳経序訣
二巻葛洪撰

葛洪老子道徳経
序訣二春

東晋 侠
劉遺民玄譜一巻
（字遺民、彰城人

東晋柴桑令。）

老子玄譜一巻、
晋柴桑令劉遺民
撰

老子玄譜一春劉
道人撰

劉遺民玄譜一春

？ 供
老子玄示一巻、
韓壮撰

老子玄旨八春韓
荘撰

韓荘玄旨八巻

後趙 供

沙門圖澄、後趙
時西國胡僧也。
注上下二巻

後秦 侠

沙門羅什、本西
胡人、符堅時自
玉門關入中國、
注二巻

老子二巻鳩摩羅
什注

鳩摩羅什注二春

東晋 侠
沙門檜肇、晋時
人、注四巻

東晋 侠

梁有老子義疏一
巻、稗慧観撰、
亡

劉宋 侠 繹慧琳注二巻
老子道徳経二春、

鐸恵琳注
檜恵琳注二春

東晋 供

稗慧嚴注二春（陳

留人。本姓萢、
宋世沙門）

老子道徳経二巻、

稗恵嚴注

老子二巻繹恵嚴
注

恵嚴注二巻

東晋 侠

戴達音一巻（字
安道、誰國人。
東晋散騎常侍太

子中庶子徴不
就。）

梁有老子音一巻、

晋散騎常侍戴達
撰、亡

？ 侠
老子道徳経二春
劉仲融注

劉仲融注二春

梁 侠
老子講疏六春梁
武帝撰

梁武帝粛術、注
道徳経四巻、讃
以因果爲義

老子講疏六春梁
武帝撰

梁武帝講疏四巻

梁 供 又講疏六巻

梁 侠
老子私記十巻、
梁簡文帝撰

梁簡文帝薫綱、
作道徳述義十巻

老子私記十巻梁
簡文帝撰

梁 侠

梁道士實略、注
四巷、與武帝、
羅什所宗無異

梁 侠

梁隠居陶弘景、
武帝時人、貞白
先生、注四巻

老子四巻陶弘景
注

陶弘景注四巻

梁 侠

梁道士減玄静、
字道宗、作疏四
巻
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梁 侠
老子義疏五巻孟
智周私記

梁道士孟智周、
號小孟、注五春

老子義疏四巻孟
智周撰

孟智周義疏五巻

梁 侠

梁道士孟安排、
號大孟、作経義
二巻

陳 侠
陳道士諸繰、作
玄覧六巻

後魏 侠
老子道徳経二巻
盧景裕撰

萢陽盧裕、後魏
國子博士、一名
白頭翁、注二巻

盧景裕、梁瞳等
注二巻

東晋 侠
老子音一巻李軌
撰

李軌老子音一巻

？ 侠 老子四巻梁噴撰
老子道徳経品四
巻梁暖注

梁瞳道徳経品四
巻

？ 侠
老子玄機三巻、
宗塞撰

？ 侠 老子幽易五巻

？ 侠
老子志一巻、山
球撰。亡

？ 侠
老子義疏四春章
虚玄撰

法師章節、字虚
玄、注兼義四巻

？ 供
老子義疏九巻戴
説撰

戴読義疏六巻

？ 侠 老子章門一巻 老子章門一巻 章門一春

？ 侠
内解上下、サ喜
以内修之旨解注

後魏 侠

草莱臣劉仁會、
後魏伊州梁縣人、

注二巻

？ 侠

松霊仙人、隠青
渓山、無名氏年
代

晋 侠
書人河東斐楚恩、

注二巻

北齊 侠
秦人京兆杜弼、
注二巻

惰 侠
惰道士劉進喜、
作疏六巻

惰 侠
惰道士李播、注
上下二巻

唐 侠

唐太史令傅変、
注二巻、拉作音
義

老子二巻傅変注

唐 存

唐嵩山道士魏徴、

作要義五巻、爲
太宗丞相

？ 侠
法師宋文明、作
義泉五巻

？ 侠

仙人胡超、作義
疏十巻、西山得
道
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？ 侠
道士安丘、作指
蹄五巻

？ 侠
道士サ文操、作
簡要義五巻

太上老君玄元皇
帝聖紀十巻ヂ父
操撰

？ 侠

道士王玄辮、作
河上公稗義一十
巻

唐 侠

諌議大夫粛明観
主サ惜、　作新≡義

十五巻

？ 侠
道士徐遁、注四
巻

？ 侠

直翰林道士何思
遠、作指趣二巻、

玄示八春

？ 侠

衡嶽道士蒔季昌、

作金縄一十巻、
事敷一巻

？ 供

洪源先生王襲、
注二巻、玄珠三
巻、口訣二巻

侠
法師趨堅、作講
疏六春

老子講疏四巻？

唐 侠

太子司議郎楊上
善、高宗時人、

作道徳集注眞言
二十巻

老子二巻楊上善
注

唐 侠
老子道徳指略論
二巻楊上善撰

唐 侠
略論三巻楊上善
撰

唐 侠
老子述義十巻頁
大隠撰

唐 侠

吏部侍郎頁至、
作述義十一巻、
金鉦一巻

？ 侠
道士車弼、作疏
七巻

唐 残
任眞子李榮、注
上下二巻

老子道徳経集解
四巻任眞子注

任眞子集注四巻

？ 侠
成都道士黎元興、

作注義四巻

？ 侠
太原少サ王光庭、

作契源注二巻

？ 侠
道士張恵超、作
志玄疏四春

？ 供
襲法師、作集解
四巻

？ 侠
通義郡道士任太
玄、注二巻
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？ 侠

道士沖虚先生殿
中監申甫、作疏
五巻

唐？ 侠
眠山道士張君相、

作集解四巻

唐 存 道士成玄英、作
講疏六春

老子二巻成玄英
注

唐 侠
漢州刺史王眞、
作論兵述義上下
二巻

？ 侠
道士符少明。作
道譜策二巻

唐 存

玄宗皇帝所注道
徳上下二巻、講
疏六巻、即今所
廣疏　

　
表
①
は
上
記
諸
書
の
記
述
を
一
覧
で
き
る
よ
う
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

　
大
ま
か
な
傾
向
と
し
て
、
當
然
な
が
ら
『
階
書
』
の
ほ
う
が
『
稗
文
』
よ
り
も
著
録

藪
が
多
い
。
『
鐸
文
』
が
1
1
1
＋
s
w
　
（
嚴
遵
・
王
弼
の
「
又
作
」
で
示
さ
れ
る
著
書
も
カ

ウ
ン
ト
し
た
）
、
『
惰
書
』
が
四
十
八
種
。
『
惰
書
』
に
は
著
録
さ
れ
、
『
鐸
文
』
に
は
な

い
も
の
の
内
訳
は
孚
藪
が
魏
巫
日
か
ら
南
北
朝
時
代
に
書
か
れ
た
も
の
、
牛
藪
が
成
立
時

期
未
詳
で

あ
る
。
爾
書
が
共
に
著
録
す
る
書
物
に
つ
い
て
の
記
述
は
お
お
む
ね
一
致
し

て
い

る
が
、
『
惰
書
』
に
「
亡
」
と
記
さ
れ
る
か
、
ま
た
は
著
録
さ
れ
な
い
な
ど
し
て
、
『
鐸

文
』
が
著
さ
れ
た
段
階
で
は
存
在
し
た
が
、
『
惰
書
』
の
段
階
で
は
失
わ
れ
て
い
た
と

思
わ
れ
る
書
物
が
五
種
あ
る
。

　
『
廣
聖
義
』
に
は
六
十
二
種
を
載
せ
る
。
『
廣
聖
義
』
を
見
る
と
、
『
繹
文
』
・
『
晴
書
』

に

畢
げ
る
も
の
の
う
ち
、
魏
晋
六
朝
期
の
注
が
多
く
失
わ
れ
て
い
る
。
『
稗
文
』
で
す

で
に

「
不
詳
」
と
し
、
著
者
に
つ
い
て
の
詳
細
が
傳
わ
っ
て
い
な
い
注
が
こ
の
段
階
で

著
録
さ
れ
な
く
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
『
鐸
文
』
、
『
惰
書
』
に
あ
っ
て
『
廣
聖
義
』

に

は

無
い
に

も
關
わ
ら
ず
、
『
奮
唐
書
』
・
『
新
唐
書
』
に
は
著
録
さ
れ
て
い
る
書
物
も

あ
る
の
で
、
『
廣
聖
義
』
の
書
目
は
網
羅
的
な
も
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
杜
光
庭

の

關
心
に
基
づ
い
て
集
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、

『
廣
聖
義
』
に
は
道
士
や
法
師
の
手
に
な
る
注
鐸
が
多
敷
畢
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ

ら
の
多
く
は
『
奮
唐
書
』
・
『
新
唐
書
』
に
は
著
録
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
う
し
た
こ
と
を
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勘
案
し
つ
つ
、

る
。

・

（前
漢
？
）
河
上
公

・

前
漢
　
母
丘
望
之

．

前
漢
　
嚴
遵

・

（後
漢
？
）
想
爾

．
後
漢
　
孫
登

・

魏
　
何
曇

・

魏
　
王
弼

・
魏
　
鍾
會

す東東東東東東西
じ晋晋晋晋晋晋晋
撃覆鷲舌隷孟

目
録
か
ら
確
認
で
き
る
範
囲
で
、
盛
唐
に
存
在
し
た
と
考
え
ら
れ
る
『
老
子
』
注
の
著
者
を
列
畢
す
る
と
以
下
の
よ
う
に
な

梁梁 s梁梁2竃s宋宋策誓舖璽璽
晋
？
）

鐸
慧
琳

顧
歓

　
劉
仲
融

　

盧
景
裕

　
梁
膿

簡
文
帝

宋
文
剛

　
韓
肚

孟
智
周

章
庵
玄

鳩
摩
羅
什

檜
肇

劉
遺
民

圓
澄

鐸
慧
嚴

　

斐
楚
恩

・

梁
　
武
帝

’

（？
）
　
戴
読

．

梁
　
陶
弘
景

・

梁
　
戚
玄
静

．

梁
　
孟
安
排

・

梁
　
賓
略

．

北
魏
　
杜
弼

・

陳
　
諸
繰

・
惰
　
劉
進
喜

・

惰
　
李
播

・

唐
　
傅
変

・

唐
　
魏
徴

・

唐
　
楊
上
善

・

唐
　
頁
大
隠

・

唐
　
李
榮

．

唐
　
成
玄
英
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以

上
、
多
敷
の
『
老
子
』
注
が
目
録
上
確
認
で
き
る
が
、
こ
れ
ら
の
ほ
と
ん
ど
は
す
で
に
散
逸
し
て
滅
ん
だ
か
、
か
ろ
う
じ
て
他
書
に
引

用

さ
れ
て
そ
の
ご
く
一
部
を
残
す
の
み
で
あ
る
。
現
在
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
そ
の
牛
ば
を
存
す
る
嚴
遵
、
完
全
な
形
で
残
る
河
上
公
、

王
弼
、
魏
徴
、
敦
煙
爲
本
に
よ
っ
て
残
る
想
爾
、
宋
文
明
、
成
玄
英
、
李
榮
で
あ
る
。

　
し
か
し
後
世
は
と
も
か
く
、
御
注
・
御
疏
が
撰
述
さ
れ
る
以
前
に
は
、
漢
代
以
來
の
注
稗
が
敷
多
く
残
り
、
惰
唐
に
至
っ
て
は
道
士
や
僧

侶
ら
の
手
に
な
る
注
繹
が
次
々
に
書
か
れ
、
そ
れ
ら
の
多
く
を
讃
む
こ
と
が
で
き
た
で
あ
ろ
う
状
況
を
確
認
で
き
る
。

　

こ
れ
ら
諸
注
繹
の
内
、
唐
代
に
お
い
て
特
に
そ
の
扱
い
が
問
題
と
な
っ
た
注
が
あ
る
。
河
上
公
注
と
王
弼
注
で
あ
る
。

　
　
①
開
元
の
初
め
、
左
散
騎
常
侍
に
遷
る
。
嘗
て
議
す
、
『
孝
経
』
鄭
氏
學
は
康
成
の
注
に
非
ず
、
十
二
條
を
奉
げ
て
其
の
謬
を
左
謹
せ
ば
、

　
　
當
に

古
文

を
以
て
正
と
爲
す
べ
し
と
。
『
易
』
に
子
夏
の
傳
無
く
、
『
老
子
』
書
に
河
上
公
の
注
無
し
。
王
弼
の
學
を
存
せ
ん
こ
と
を
請

　
　
ふ
。
宰
相
宋
環
等
其
の
論
を
然
ら
ず
と
し
、
奏
し
て
諸
儒
と
質
辮
す
。
博
士
司
馬
貞
等
意
に
阿
り
、
丑
ハ
に
其
の
言
を
瓢
け
、
二
家
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鋤

　
　
兼
行

を
請
ふ
。
惟
だ
子
夏
『
易
傳
』
は
罷
め
ん
こ
と
を
請
ふ
。
詔
し
て
可
と
す
。
（
開
元
初
、
遷
左
散
騎
常
侍
。
嘗
議
『
孝
経
』
鄭
d
i
　
s
v

　
　
學
非
康
成
注
、
畢
十
二
條
左
讃
其
謬
、
當
以
古
文
爲
正
。
『
易
』
無
子
夏
傳
、
『
老
子
』
書
無
河
上
公
注
、
請
存
王
弼
學
。
宰
相
宋
環
等

　
　
不
然
其
論
、
奏
與
諸
儒
質
辮
。
博
士
司
馬
貞
等
阿
意
、
共
瓢
其
言
、
請
二
家
兼
行
、
惟
子
夏
『
易
傳
』
請
罷
。
詔
可
。
）
（
『
新
唐
書
』

　
　
列
傳
第
五
十
七
　
劉
子
玄
傳
）

劉
知
幾
は
、
『
孝
経
』
・
『
易
経
』
の
鄭
玄
・
子
夏
の
注
と
共
に
、
『
老
子
』
河
上
公
注
に
つ
い
て
そ
の
康
せ
ん
こ
と
を
請
う
た
。
代
わ
り
に
王

弼
注

を
行
う
べ
し
と
主
張
し
た
が
、
宋
環
ら
の
反
封
に
あ
い
、
結
局
は
二
家
の
兼
行
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
『
唐
會
要
』
春

三
十
六
「
修
撰
」
に
よ
れ
ば
、
開
元
七
年
の
こ
と
ら
し
い
o
こ
の
時
期
、
『
老
子
』
の
注
に
つ
い
て
公
の
場
で
活
登
な
議
論
が
な
さ
れ
て
い

た

と
い
う
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
る
。

　

こ
の
議
論
は
、
科
畢
へ
の
『
老
子
』
の
導
入
と
い
う
こ
と
と
深
い
關
わ
り
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
こ
と
に
つ
い



て
は
後
文
で
詳
し
く
見
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
2
、
初
唐
に
お
け
る
老
子
・
『
老
子
』

　
唐
は

李
姓
で

あ
る
こ
と
か
ら
老
子
の
子
孫
を
自
稻
す
る
。
そ
の
た
め
、
歴
代
皇
帝
は
し
ば
し
ば
老
子
廟
を
建
て
、
ま
た
御
幸
し
て
い
る
。

は

や
く
は
太
宗
の
時
期
に
以
下
の
記
事
が
見
え
る
。

　
　
①
丙
午
、
老
君
廟
を
毫
州
に
、
宣
尼
廟
を
菟
州
に
修
む
、
各
s
二
十
戸
を
給
ひ
て
享
祀
す
。
（
丙
午
、
修
老
君
廟
於
毫
州
、
宣
尼
廟
於

　
　
菟
州
、
各
給
二
十
戸
享
祀
焉
。
）
（
『
奮
唐
書
』
春
三
　
太
宗
下
）

貞
観
±
年
太
宗
は
毫
州
に
遵
璽
菟
州
に
は
摯
廟
を
建
て
て
い
，
〈
）
e
　
g
｝

そ

し
て
太
宗
は
「
令
道
士
在
僧
前
詔
」
を
襲
し
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ー

　
　
②
況
ん

や
朕
の

本

系
は
、
柱
史
よ
り
出
ず
。
（
中
略
）
今
よ
り
以
後
、
齋
供
行
立
、
稻
謂
に
至
る
ま
で
、
其
れ
道
士
女
冠
は
　
僧
尼
の

　
　
前
に
在
る
べ
し
。
（
況
朕
之
本
系
、
出
於
柱
史
。
（
中
略
）
自
今
以
後
、
齋
供
行
立
、
至
於
稻
謂
、
其
道
士
女
冠
、
可
在
檜
尼
之
前
。
）
（
『
全

　
　
唐
文
』
巻
六
　
太
宗
三
）

こ
こ
で
は
、
唐
王
朝
皇
帝
が
老
子
を
祀
と
す
る
こ
と
が
明
言
さ
れ
、
あ
ら
ゆ
る
場
面
で
道
士
女
冠
が
僧
尼
に
先
ん
ず
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て

い
る
。

　
麟
徳
三
年
、
高
宗
は
太
宗
が
建
立
し
た
老
君
廟
に
御
幸
し
「
太
上
玄
元
皇
帝
」
の
追
號
を
行
っ
て
い
る
。

　
　
③
老
君
廟
に

幸

し
、
追
號
し
て
太
上
玄
元
皇
帝
と
日
ひ
、
祠
堂
を
創
造
す
。
其
の
廟
令
・
丞
各
s
一
員
を
置
く
。
（
幸
老
君
廟
、
追
號

　
　
日
太
上
玄
元
皇
帝
、
創
造
祠
堂
。
其
廟
置
令
・
丞
各
一
員
。
）
（
『
奮
唐
書
』
巻
五
　
高
宗
下
）



こ
の
時
の
も
の
と
思
わ
れ
る
「
上
老
君
元
元
皇
帝
尊
號
詔
」
に
も
、
「
老
君
、
朕
之
本
系
」
の
語
が
あ
り
、
祀
た
る
老
君
の
徳
を
賛
美
し
て

　
ハ
ら
　

い
る
。

　
し
か
し
、
高
宗
は
こ
れ
に
先
立
っ
て
孔
子
廟
へ
の
御
幸
と
祠
宇
の
増
修
、
「
太
師
」
の
追
贈
、
ま
た
菟
州
を
は
じ
め
と
し
て
各
地
に
道
観

と
寺
院
を
設
置
し
て
お
り
、
そ
の
点
で
は
老
子
一
尊
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
儒
佛
道
に
封
し
て
同
等
の
施
策
が
な
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見

え
る
。
少
し
時
代
を
遡
り
、
前
章
で
言
及
し
た
陸
徳
明
の
傳
を
見
る
と
、
以
下
の
よ
う
な
記
述
が
見
え
る
。

　
　
④
後
高
祀
親
ら
鐸
奥
に
臨
み
、
時
に
徐
文
遠
『
孝
経
』
を
講
じ
、
沙
門
恵
乗
『
波
若
経
』
を
講
じ
、
道
士
劉
進
喜
『
老
子
』
を
講
ず
。

　
　
徳

明
此
の
三
人
を
難
じ
、
各
s
宗
指
に
因
り
て
、
端
に
随
ひ
義
を
立
て
、
厭
皆
之
が
爲
に
屈
す
。
高
租
之
を
善
し
と
し
、
吊
五
十
匹
を

　
　
賜
ふ
。
（
後
高
租
親
臨
繹
莫
、
時
徐
文
遠
講
『
孝
経
』
、
沙
門
恵
乗
講
『
波
若
経
』
、
道
士
劉
進
喜
講
『
老
子
』
、
徳
明
難
此
三
人
、
各
因

　
　
宗
指
、
随
端
立
義
、
罧
皆
爲
之
屈
。
高
祀
善
之
、
賜
吊
五
十
匹
。
）
（
『
曹
唐
書
』
巻
百
九
十
⊥
ハ
　
陸
徳
明
傳
）

こ
れ
を
み
る
と
、
高
祀
が
繹
貧
に
お
い
て
儒
佛
道
三
教
に
つ
い
て
講
じ
さ
せ
た
こ
と
が
分
か
る
。
高
祀
は
、
宗
教
者
と
し
て
の
道
士
と
僧
侶

に

た

い

し
て
は
、
い
ず
れ
も
本
來
の
宗
教
者
と
し
て
の
在
り
方
を
全
う
す
る
こ
と
を
求
め
、
そ
れ
に
惇
る
者
に
封
し
て
は
嚴
し
い
態
度
を
取
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

て

お
り
、
そ
の
態
度
に
佛
道
で
違
い
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
1
方
そ
の
裏
で
は
、
佛
教
・
道
教
の
間
で
激
し
い
争
い
が
起
き
て
い
た
。
前
章

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
　

で

『
老

子
』
注
繹
者
と
し
て
畢
げ
た
傅
変
は
、
高
祀
の
武
徳
七
年
に
、
上
疏
し
て
稗
教
（
佛
教
）
を
排
除
す
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
。
傅
変

は

か

な
り
強
い
語
調
で
外
來
の
宗
教
で
あ
る
佛
教
の
害
悪
を
訴
え
て
い
る
。
高
租
が
傅
変
の
言
を
群
臣
に
は
か
っ
た
所
、
賛
成
す
る
者
、
論

争
す

る
者
い
ず
れ
も
あ
っ
た
と
い
う
か
ら
、
當
時
は
佛
道
い
ず
れ
も
相
慮
の
影
響
力
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
高
租
は
最
終
的
に
は
外
來
の
佛
教
を
末
席
に
位
置
付
け
る
立
場
を
取
っ
た
ら
し
い
o

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
と
ん

　
　
⑧
老
教
孔
教
は
、
此
の
土
の
先
宗
、
稗
教
は
後
に
興
れ
ば
、
宜
ど
客
禮
を
崇
ぶ
、
老
を
し
て
先
と
し
孔
を
し
て
次
と
し
鐸
を
し
て
末
後

　
　
と
せ
し
む
o
　
（
老
教
孔
教
、
此
土
先
宗
、
繹
教
後
興
、
宜
崇
客
禮
、
令
老
先
次
孔
末
後
繹
。
）
（
『
績
高
僧
傳
』
巻
1
1
1
十
　
1
　
）
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こ
れ
が
本
当
だ
と
す
れ
ば
、
高
祀
の
時
既
に
道
先
佛
後
の
態
度
が
示
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

　
ち
な
み
に
、
高
宗
の
顕
慶
三
年
に
は
、
勅
に
よ
っ
て
借
侶
・
道
士
各
七
名
が
入
内
し
論
宇
を
く
り
廣
げ
た
。
そ
の
議
論
は
『
大
藏
経
』
春

五
十
二
所
牧
の
『
集
古
今
佛
道
論
衡
』
に
遺
さ
れ
て
い
る
。
同
様
の
こ
と
は
龍
朔
二
年
に
も
行
わ
れ
て
い
る
。

　
そ

の

後
、
高
宗
の
上
元
元
年
に
、
天
后
（
皇
后
）
が
意
見
を
奉
る
形
で
、
王
公
百
僚
の
老
子
の
學
習
と
、
孝
経
、
論
語
に
準
じ
た
扱
い
で

有
司
に

試
み

る
こ
と
が
提
案
さ
れ
る
。

　
　
⑤
壬
寅
、
天
后
意
見
十
二
條
を
上
り
、
王
公
百
僚
皆
『
老
子
』
を
習
ひ
、
毎
歳
の
明
経
一
『
孝
経
』
・
『
論
語
』
の
例
に
準
じ
て
有
司

　
　
に

試
み
ん

こ
と
を
請
ふ
。
（
壬
寅
、
天
后
上
意
見
十
二
條
、
請
王
公
百
僚
皆
習
『
老
子
』
、
毎
歳
明
経
一
準
『
孝
経
』
・
『
論
語
』
例
試
於

　
　
有
司
。
）
（
『
奮
唐
書
』
巻
五
　
高
宗
下
）

こ
の
こ
と
は
實
際
に
行
わ
れ
た
ら
し
く
、
そ
れ
は
以
下
の
資
料
か
ら
確
認
で
き
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鋤

　
　
⑥
儀
鳳
三
年
五
月
、
詔
し
て
「
今
よ
り
已
後
、
『
道
徳
経
』
を
拉
べ
て
上
経
と
爲
し
、
貢
畢
人
は
皆
須
く
兼
通
す
べ
し
。
其
の
除
経
及
　
ー

　
　
び

『
論
語
』
は
、
任
じ
て
常
式
に
依
る
。
」
と
。
（
儀
鳳
三
年
五
月
、
詔
「
自
今
已
後
、
『
道
徳
経
』
拉
爲
上
経
、
貢
畢
人
皆
須
兼
通
。

　
　
其
除
経
及
『
論
語
』
、
任
依
常
式
。
」
）
（
『
奮
唐
書
』
巻
二
十
四
　
志
第
四
　
禮
儀
四
）

　
　
⑦
上
元
二
年
、
貢
士
に
試
す
る
に
『
老
子
』
策
を
加
ふ
。
（
上
元
二
年
、
加
試
貢
士
『
老
子
』
策
。
）
（
『
新
唐
書
』
志
第
三
十
四
　
選
畢

　
　
志
上
）

　

こ
の
よ
う
に
、
歴
代
皇
帝
に
よ
る
老
子
尊
崇
は
、
佛
教
に
封
す
る
優
越
、
追
號
、
祀
堂
建
立
、
官
吏
へ
の
『
老
子
』
學
習
の
推
奨
な
ど
、

具
膿
的
な
形
で
次
第
に
そ
の
程
度
を
増
し
て
い
っ
た
。

　

し
か
し
そ
の
後
、
佛
教
に
傾
倒
し
て
い
た
則
天
武
后
は
佛
教
が
道
教
に
優
越
す
る
こ
と
を
世
に
宣
言
す
る
。
載
初
二
年
の
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
は
高
租
以
來
の
道
先
佛
後
の
立
場
を
逆
轄
さ
せ
た
こ
と
に
な
る
。



　
　
　
⑨
夏
四

月
、
稗
教
を
し
て
道
法
の
上
に
在
ら
し
め
、
僧
尼
を
し
て
道
士
女
冠
の
前
に
虚
ら
し
む
o
　
（
夏
四
月
、
令
稗
教
在
道
法
之
上
、

　
　
僧
尼
虚
道
士
女
冠
之
前
。
）
（
『
奮
唐
書
』
巻
⊥
ハ
　
則
天
武
后
）

そ

し
て
さ
ら
に
は
、
王
公
百
官
に
行
わ
せ
て
い
た
『
老
子
』
の
學
習
を
中
止
す
る
。

　
　
⑩
則
天
長
壽
二
年
、
自
ら
『
臣
軌
』
両
巻
を
制
し
、
貢
畢
人
を
し
て
業
と
爲
し
、
『
老
子
』
を
停
せ
し
む
。
（
則
天
長
壽
二
年
、
自
制
『
臣

　
　
軌
』
両
巻
、
令
貢
畢
人
爲
業
、
停
『
老
子
』
。
）
（
『
奮
唐
書
』
巻
二
十
四
　
志
第
四
禮
儀
四
）

　
則

天
武
后

は
、
様
々
な
制
度
を
改
愛
し
、
そ
の
中
で
次
第
に
高
ま
り
つ
つ
あ
っ
た
老
子
尊
崇
の
在
り
よ
う
に
逆
行
し
た
が
、
そ
の
死
後
そ

れ
ら
は
奮
に
復
さ
れ
た
。
死
後
ほ
ど
な
く
し
て
「
玄
元
皇
帝
」
の
號
と
『
老
子
』
の
學
習
が
復
活
し
て
い
る
。

　
　
⑪
二
月
甲
寅
、
國
號
を
復
し
、
奮
に
依
り
て
唐
と
爲
す
。
吐
稜
・
宗
廟
・
陵
寝
・
郊
祀
・
行
軍
旗
幟
・
服
色
・
天
地
・
日
月
・
寺
宇
・

　
　
墓
閣
・
官
名
、
拉
び
に
永
淳
已
前
の
故
事
に
依
る
。
（
中
略
）
老
君
は
奮
に
依
り
て
玄
元
皇
帝
と
爲
す
。
（
中
略
）
貢
畢
の
人
を
し
て
『
臣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
6

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
臼

　
　
軌
』
を
習
ふ
を
停
め
、
奮
に
依
し
て
『
老
子
』
を
習
は
し
む
。
　
（
二
月
甲
寅
、
復
國
號
、
依
奮
爲
唐
。
吐
稜
、
宗
廟
、
陵
寝
、
郊
祀
、

　
　
行
軍
旗
幟
、
服
色
、
天
地
、
日
月
、
寺
宇
、
毫
閣
、
官
名
、
拉
依
永
淳
已
前
故
事
。
（
中
略
）
老
君
依
奮
爲
玄
元
皇
帝
。
（
中
略
）
令
貢

　
　
畢
人
停
習

『
臣
軌
』
、
依
奮
習
『
老
子
』
）
（
『
奮
唐
書
』
巻
七
　
中
宗
）

　

こ
の
よ
う
に
、
老
子
に
封
す
る
尊
崇
は
、
太
宗
・
高
宗
期
に
具
髄
的
な
形
で
示
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
も
の
が
、
佛
教
を
重
覗
す
る
則
天
武
后

に

よ
っ
て
道
佛
の
序
列
を
逆
轄
さ
せ
ら
れ
る
。
し
か
し
そ
の
死
後
は
ま
た
様
々
な
制
度
と
と
も
に
老
子
の
扱
い
は
奮
に
復
さ
れ
た
。
そ
の
後

を
承
け
た
玄
宗
は
、
よ
り
い
っ
そ
う
老
子
・
『
老
子
』
へ
の
尊
崇
を
深
め
て
い
く
。



3
、

玄
宗
治
下
に
お
け
る
老
子
・
『
老
子
』

　
績
く
玄
宗
の
治
世
で
は
、
そ
れ
ま
で
に
も
増
し
て
様
々
な
事
業
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
史
書
に
記
さ
れ
て
い
る
。

ま
ず
開
元
十
九
年
に
五
嶽
そ
れ
ぞ
れ
に
老
君
廟
を
設
置
し
て
い
る
。

　
　
①
五
月
壬
戌
、
五
嶽
に
各
S
老
君
廟
を
置
く
。
（
五
月
壬
戌
、
五
嶽
各
置
老
君
廟
。
）
（
『
奮
唐
書
』
巻
八
　
玄
宗
上
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

こ
れ
に
關
し
て
は
、
開
元
十
五
年
に
司
馬
承
頑
が
眞
君
祠
の
建
立
を
願
い
出
て
お
り
、
そ
れ
と
關
連
す
る
も
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　
　
②
開
元
九
年
、
玄
宗
又
使
を
遣
わ
し
て
迎
へ
て
京
に
入
り
、
親
ら
法
鑛
を
受
け
、
前
後
の
賞
賜
甚
だ
厚
し
。
（
中
略
）
十
五
年
（
中
略
）

　
　
承
頑
因
り
て
上
言
し
て
、
「
今
五
嶽
の
辞
祠
は
、
皆
是
山
林
の
紳
に
し
て
、
正
眞
の
紳
に
非
ざ
る
な
り
。
五
岳
皆
洞
府
有
り
、
各
s
上

　
　
清
眞
人
降
り
て
其
の
職
に
任
ず
る
こ
と
有
り
、
山
川
風
雨
、
陰
陽
の
氣
序
、
是
理
む
る
所
あ
り
。
冠
晃
章
服
、
佐
從
の
神
仙
、
皆
名
敷

　
　
有

り
。
請
ふ
ら
く
は
別
に
齋
祠
の
所
を
立
て
ら
れ
ん
こ
と
を
」
と
。
玄
宗
其
の
言
に
從
ひ
て
、
因
り
て
敷
し
て
五
嶽
各
s
眞
君
祠
一
所

　
　
を
置
き
、
其
の
形
象
制
度
は
、
皆
承
頑
を
し
て
道
経
を
推
按
し
、
創
意
し
て
之
を
爲
さ
し
む
o
承
頑
頗
る
蒙
隷
書
を
善
く
す
れ
ば
、
玄

　
　
宗
三
髄
を
以
て
『
老
子
経
』
を
爲
さ
し
む
。
因
り
て
文
句
を
刊
正
し
、
著
を
定
め
る
こ
と
五
千
三
百
八
十
言
を
眞
本
と
爲
し
、
以
て
之

　
　
を
奏
上
す
。
（
開
元
九
年
、
玄
宗
又
遣
使
迎
入
京
、
親
受
法
籔
、
前
後
賞
賜
甚
厚
。
（
中
略
）
十
五
年
（
中
略
）
。
承
頑
因
上
言
、
「
今
五

　
　
嶽
祠
祠
、
皆
是
山
林
之
神
、
非
正
眞
之
紳
也
o
五
岳
皆
有
洞
府
、
各
有
上
清
眞
人
降
任
其
職
、
山
川
風
雨
、
陰
陽
氣
序
、
是
所
理
焉
。

　
　
冠
星
章
服
、
佐
從
紳
仙
、
皆
有
名
藪
。
請
別
立
齋
祠
之
所
。
」
玄
宗
從
其
言
、
因
敷
五
嶽
各
置
眞
君
祠
↓
所
、
其
形
象
制
度
、
皆
令
承

　
　
頑
推
按
道
経
、
創
意
爲
之
。
承
頑
頗
善
蒙
隷
書
、
玄
宗
令
以
三
髄
爲
『
老
子
経
』
、
因
刊
正
文
句
。
定
著
五
千
三
百
八
十
言
爲
眞
本
、

　
　
以
奏
上
之
o
）
　
（
『
w
a
唐
書
』
巻
百
九
十
二
　
司
馬
承
頑
傳
）

　

司
馬
承
頑
は
當
時
の
高
名
な
道
士
で
あ
り
、
玄
宗
自
ら
法
錘
を
受
け
る
ほ
ど
の
信
頼
を
得
て
い
た
。
の
ち
に
は
玄
宗
の
求
め
に
慮
じ
て
『
老

（37）



子
』
を
三
つ
の
書
髄
で
書
い
た
と
い
う
が
、
「
刊
正
文
句
」
「
定
著
五
千
三
百
八
十
言
」
等
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
軍
に
書
き

慕

し
た
の
で
は
な
く
、
本
文
校
訂
を
行
っ
て
テ
キ
ス
ト
を
定
め
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
が
い
か
な
る
意
味
を
持
つ
の
か
は
後
文
で
明

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ら
か
に
す
る
と
し
て
、
ま
ず
は
以
下
、
前
述
の
饗
谷
氏
の
研
究
を
参
考
に
し
て
、
御
注
・
御
疏
の
撰
述
経
緯
を
時
系
列
順
に
確
認
し
て
い
く

こ
と
と
す
る
。

　
開
元
二
十
年
に
御
注
が
完
成
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、
易
州
開
元
観
に
建
て
ら
れ
た
御
注
道
徳
眞
経
瞳
に
刻
さ
れ
た
勅
文
の
末
に
「
開
元
廿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　

年
十
二
月
十
四
日
」
の
紀
年
が
あ
る
の
で
確
か
め
ら
れ
る
。

翌
二
十
一
年
に
は
有
名
な
老
子
家
藏
の
令
が
出
さ
れ
て
い
る
。

　
　
③
二
十
一
年
春
正
月
庚
子
朔
、
制
し
て
士
庶
を
し
て
『
老
子
』
一
本
を
家
藏
せ
し
め
、
毎
年
貢
畢
の
人
、
量
『
省
書
』
・
『
論
語
』
両
條

　
　
策
を
減
じ
、
『
老
子
』
策
を
加
ふ
o
　
（
二
十
一
年
春
正
月
庚
子
朔
、
制
令
士
庶
家
藏
『
老
子
』
一
本
、
毎
年
貢
畢
人
量
減
『
街
書
』
・
『
論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鋤

　
　
語
』
雨
條
策
、
加
『
老
子
』
策
。
）
（
『
奮
唐
書
』
巻
八
　
玄
宗
上
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ー

　
一
方
御
疏
は
、
以
下
の
資
料
か
ら
、
御
注
が
完
成
し
た
開
元
二
十
年
に
、
集
賢
院
の
學
士
や
道
士
ら
の
手
に
よ
っ
て
、
勅
を
奉
じ
て
撰
述

さ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。

　
　
④
二
十
年
春
、
勅
を
奉
じ
て
龍
門
公
宴
詩
序
を
撰
し
、
絹
百
疋
を
賜
る
。
延
か
れ
て
集
賢
院
に
入
り
、
『
老
子
道
徳
経
疏
』
を
修
し
、

　
　
天
下
に

行
は

る
。
（
二
十
年
春
、
奉
勅
撰
龍
門
公
宴
詩
序
、
賜
絹
百
疋
。
延
入
集
賢
院
、
修
『
老
子
道
徳
経
疏
』
、
行
於
天
下
。
）
（
『
顔

　
　
魯
公
集
』
巻
十
四
・
「
贈
省
書
左
僕
射
陵
崔
孝
公
宅
随
室
銘
記
」
）

　
　
⑤
集
賢
注
記

に
、
開
元
二
十
年
九
月
、
左
常
侍
崔
汚
院
に
入
り
て
修
撰
し
、
道
士
王
虚
正
・
趙
仙
甫
、
井
び
に
諸
學
士
と
参
議
し
、
『
老

　
　
子
疏
』
を
修
す
。
（
集
賢
注
記
、
開
元
二
十
年
九
月
、
左
常
侍
崔
汚
入
院
修
撰
、
與
道
士
王
虚
正
・
趙
仙
甫
、
井
諸
學
士
参
議
、
修
『
老

　
　
子
a
s
』
O
）
　
（
『
玉
海
』
巻
五
＋
1
i
l
　
m
p
子
）



そ

し
て
、
御
疏
は
開
元
二
十
三
年
に
は
完
成
し
、
そ
の
段
階
で
御
注
・
御
疏
は
そ
ろ
っ
て
公
卿
士
庶
’
道
士
・
僧
ら
に
頒
示
さ
れ
、
そ
の
是

非
が
検
討
さ
れ
た
ら
し
い
o

　
　
⑥
二
十
三
年
三
月
癸
未
、
親
ら
『
老
子
』
に
注
し
、
井
せ
て
疏
義
八
巻
を
修
し
、
及
び
開
元
文
字
音
義
三
十
巻
に
至
る
ま
で
、
卿
士
庶

　
　
及
道
稗
二
門
に
頒
示
し
、
可
否
を
直
言
す
る
を
聴
f
o
o
　
（
二
十
三
年
三
月
癸
未
、
親
注
『
老
子
』
、
井
修
疏
義
八
春
、
及
至
開
元
文
字
立
日

　
　
義
1
1
1
十
g
e
、
頒
示
卿
士
庶
及
道
稗
二
門
、
聴
直
言
可
否
。
）
（
『
冊
府
元
亀
』
春
五
十
三
　
帝
王
・
碕
黄
老
）

　
　
　
　
ロ
　

武

内
義
雄
は
③
の
資
料
を
も
っ
て
開
元
二
十
年
に
御
注
が
世
に
出
た
と
考
え
る
が
、
褒
谷
氏
は
⑥
の
資
料
に
基
づ
き
、
御
注
は
完
成
し
た
の

ち
す
ぐ
に
世
に
出
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
御
疏
が
完
成
し
、
開
元
二
十
三
年
に
注
・
疏
あ
わ
せ
て
の
検
討
が
行
わ
れ
た
の
ち
に
雨
書
同
時

に

施
行
さ
れ
た
と
す
る
。

　
た

し
か
に
、
先
述
し
た
易
州
開
元
観
の
御
注
道
徳
眞
経
瞳
も
建
立
自
髄
は
開
元
二
十
六
年
で
あ
る
か
ら
、
御
疏
の
完
成
後
に
御
注
も
世
に

出
さ
れ
た
と
い
う
推
測
と
も
矛
盾
し
な
い
。
た
だ
し
、
御
注
が
世
に
出
た
の
が
開
元
二
十
三
年
以
降
だ
と
す
る
と
、
二
十
一
年
の
勅
で
「
家

藏
」
を
命
じ
ら
れ
た
『
老
子
』
が
何
か
が
問
題
に
な
る
。
或
い
は
、
先
に
述
べ
た
司
馬
承
頑
に
よ
る
三
艘
の
『
老
子
』
定
本
と
も
考
え
ら
れ

る
が
、
筆
者
は
、
家
藏
さ
れ
た
の
は
や
は
り
御
注
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
。
御
注
が
す
で
に
完
成
し
て
い
る
以
上
、
家
藏
の
封

象
は

御
注
本
以
外
と
い
う
こ
と
は
考
え
に
く
い
し
、
ま
た
司
馬
承
頑
の
「
定
著
」
が
御
注
本
と
無
關
係
で
あ
る
と
も
思
え
な
い
。
更
に
、
『
奮

唐
書
』
に
よ
れ
ば
注
・
疏
が
共
に
天
下
に
頒
布
さ
れ
た
の
は
天
賓
十
四
載
で
あ
る
。

　
　
⑦
冬
十

月
壬
辰
、
華
清
宮
に
幸
す
。
甲
午
、
『
御
注
老
子
』
拉
び
に
『
義
疏
』
を
天
下
に
頒
す
。
（
冬
十
月
壬
辰
、
幸
華
清
宮
。
甲
午
、

　
　
頒

『
御
注
老
子
』
拉
『
義
疏
』
於
天
下
。
）
（
『
奮
唐
書
』
巻
九
　
玄
宗
下
）

御
注
が
御
疏
と
の
同
時
施
行
ま
で
世
に
出
さ
れ
な
か
っ
た
と
考
え
る
と
、
逆
に
御
注
道
徳
眞
経
憧
が
建
て
ら
れ
た
開
元
二
十
⊥
ハ
年
が
早
す
ぎ

る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
か
。
先
に
御
注
が
完
成
し
世
に
出
さ
れ
、
ほ
ぼ
同
時
進
行
で
撰
述
さ
れ
つ
つ
も
、
あ
く
ま
で
も
「
注
」
に
封
す
る
「
疏
」
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で

あ
る
所
の
御
疏
が
後
に
完
成
し
た
段
階
で
、
注
・
疏
の
最
終
調
整
を
行
い
、
そ
れ
を
経
た
の
ち
に
爾
書
が
一
封
の
も
の
と
し
て
施
行
さ
れ

た

と
い
う
こ
と
も
十
分
に
考
え
得
る
。

　
な
ぜ
そ
の
よ
う
に
推
測
す
る
か
と
い
う
と
、
御
注
・
御
疏
は
軍
な
る
皇
帝
の
個
人
的
興
味
に
よ
る
著
作
で
は
な
く
、
政
治
的
目
的
を
持
っ

て
作
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
⑧
凡
そ

鐸
婁
の
日
は
、
則
ち
諸
生
を
集
め
て
経
を
執
り
論
議
す
。
（
中
略
）
凡
そ
教
授
の
経
は
、
『
易
』
・
『
街
書
』
．
『
周
禮
』
．
『
儀
禮
』
．

　
　
『
禮
記
』
・
『
毛
詩
』
・
『
春
秋
』
・
『
左
氏
傳
』
・
『
公
羊
傳
』
・
『
穀
梁
傳
』
を
以
て
各
s
一
経
と
爲
す
。
『
孝
経
』
．
『
論
語
』
．
『
老
子
』
は
、

　
　
學
者
之
を
兼
習
す
。

　
　
注
‥
諸
教
授
の
正
業
は
、
『
周
易
』
は
鄭
玄
・
王
弼
注
。
『
肯
書
』
は
孔
安
國
・
鄭
玄
注
。
『
三
禮
』
『
毛
詩
』
は
鄭
玄
注
。
『
左
傳
』
は

　
　
服
度
・
杜
預
注
。
『
公
羊
』
は
何
休
注
。
『
穀
梁
』
は
萢
蜜
注
。
『
論
語
』
は
鄭
玄
．
何
暑
注
。
『
孝
経
』
．
『
老
子
』
は
、
拉
び
に
開
元
御
　
ω

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ

　
　
注
。
奮
令
は
、
『
孝
経
』
は
孔
安
國
・
鄭
玄
注
、
『
老
子
』
は
河
上
公
注
。
（
凡
鐸
莫
之
日
、
則
集
諸
生
執
経
論
議
（
中
略
）
凡
教
授
之
経
、

　
　
以

『
周
易
』
・
『
省
書
』
・
『
周
禮
』
・
『
儀
禮
』
・
『
禮
記
』
・
『
毛
詩
』
・
『
春
秋
』
・
『
左
氏
傳
』
・
『
公
羊
傳
』
・
『
穀
梁
』
傳
各
爲
一
経
。
『
孝
経
』
．

　
　
『
論
語
』
・
『
老
子
』
、
學
者
兼
習
之
。

　
　
注
‥
諸
教
授
正
業
、
『
周
易
』
鄭
玄
・
王
弼
注
。
『
借
書
』
孔
安
國
・
鄭
玄
注
。
『
三
禮
』
『
毛
詩
』
鄭
玄
注
。
『
左
傳
』
服
慶
・
杜
預
注
。
『
公

　
　
羊
』
何
休
注
。
『
穀
梁
』
萢
蜜
注
。
『
論
語
』
鄭
玄
’
何
婁
注
。
『
孝
経
』
・
『
老
子
』
、
拉
開
元
御
注
。
奮
令
、
『
孝
経
』
孔
安
國
．
鄭
玄
注
、

　
　
『
老
子
』
河
上
公
注
。
）
（
『
大
唐
六
典
』
春
1
1
十
1
　
國
子
監
）

こ
こ
に
述
べ
る
よ
う
に
、
も
と
は
鐸
婁
に
お
い
て
河
上
公
注
が
教
授
に
用
い
ら
れ
て
い
た
が
、
の
ち
に
開
元
注
、
す
な
わ
ち
御
注
に
饗
え
ら

れ
た

の

で

あ
る
。
先
に
述
べ
た
劉
知
幾
に
よ
る
河
上
公
を
塵
し
て
王
弼
を
用
い
る
べ
し
と
の
提
言
も
、
こ
の
よ
う
な
場
を
想
定
し
て
の
も
の

で
あ
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
『
老
子
』
本
文
に
つ
い
て
も
そ
の
當
否
が
問
題
と
さ
れ
た
部
分
が
あ
っ
た
ら
し
い
．



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
の
ご
ろ

　
　
⑨
朕
欽
ん
で
聖
訓
を
承
け
、
元
宗
を
寧
思
す
る
に
’
頃
『
道
徳
経
』
の
「
載
」
字
を
改
め
て
「
哉
」
と
爲
し
、
伍
り
て
上
句
に
隷
属
す
。

　
　
議
定
に

及
び
、
厭
以
て
然
り
と
爲
す
。
遂
に
眞
詮
を
錯
綜
し
、
因
り
て
注
解
を
成
す
。
（
朕
欽
承
聖
訓
、
草
思
元
宗
、
頃
改
『
道
徳
経
』

　
　
「
載
」
字
爲
「
哉
」
、
侃
隷
屡
上
句
e
及
乎
議
定
、
厭
以
爲
然
。
途
錯
綜
眞
詮
、
因
成
注
解
。
）
（
『
全
唐
文
』
巻
三
十
二
　
玄
宗
十
三

　
　
頒
示
道
徳
経
注
孝
経
疏
詔
）

こ
こ
で
は
『
老
子
』
第
十
章
首
の
「
載
」
字
を
「
哉
」
字
に
改
め
、
第
九
章
末
尾
に
属
せ
し
む
る
べ
し
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
い
る
の
だ
が
、

こ

の

「
載
」
字
に
つ
い
て
は
、
現
存
の
御
注
で
も
特
に
愛
更
さ
れ
て
お
ら
ず
、
議
論
の
み
さ
れ
て
反
映
さ
れ
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
『
老
子
』
本
文
そ
の
も
の
に
つ
い
て
も
検
討
が
行
わ
れ
て
い
た
証
左
と
な
ろ
う
。
こ
う
し
た
検
討
を
経
た
定
本
が
司
馬
承
頑
に
よ
っ

て

三
饅
で
爲

さ
れ
、
御
注
と
い
う
解
稗
の
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
が
示
さ
れ
た
。
そ
し
て
そ
の
理
解
を
助
け
る
も
の
と
し
て
の
御
疏
が
御
注
と
共
に

施
行
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
御
疏
に
關
し
て
は
、
玄
宗
の
自
著
で
あ
る
御
注
と
、
臣
下
や
道
士
、
學
者
ら
の
手
に
な
る
御
疏
の
聞
に
は
思
想
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ロ
シ

容
に
相
違
、
な
い
し
は
矛
盾
が
あ
る
と
い
う
見
解
も
あ
る
が
、
筆
者
は
御
注
・
御
疏
の
聞
に
内
容
的
齪
顧
は
な
い
と
考
え
る
。
根
援
は
、
御

注
・
御
疏
の
重
要
語
句
と
思
わ
れ
る
も
の
の
意
味
内
容
に
矛
盾
が
な
い
こ
と
が
一
鮎
。
も
う
一
鮎
は
、
書
物
の
引
用
が
ほ
と
ん
ど
な
い
御
注

に

封

し
、
御
疏
は
八
十
か
所
以
⊥
で
書
物
を
引
用
し
、
ま
た
十
か
所
以
上
で
「
注
云
」
と
し
て
御
注
を
引
用
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ

は
、
御
疏
が
御
注
の
補
足
を
目
的
と
し
、
御
注
で
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
解
稗
の
根
握
を
資
料
的
に
補
う
べ
く
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ

と
を
示
し
て
い
よ
う
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
別
稿
に
て
詳
し
く
論
じ
る
予
定
で
あ
る
。

　
開

元
二
十
九
年
に
は
、
爾
京
と
各
州
に
玄
元
皇
帝
廟
（
老
君
廟
）
と
崇
玄
學
が
設
置
さ
れ
る
。
崇
玄
學
と
は
道
家
に
特
化
し
た
教
育
機
關

で
あ
っ
た
ら
し
く
、
『
老
子
』
『
荘
子
』
『
列
子
』
『
文
子
』
を
學
ば
せ
、
そ
し
て
毎
年
明
経
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
試
験
が
行
わ
れ
た
。

　
　
⑩
二
十
九
年
春
正
月
丁
丑
、
制
し
て
爾
京
、
諸
州
に
各
s
玄
元
皇
帝
廟
拉
び
に
崇
玄
學
を
置
き
、
生
徒
を
置
き
て
、
『
老
子
』
・
『
荘
子
』
・

　
　
『
列
子
』
・
『
文
子
』
を
習
は
し
め
、
毎
年
明
経
の
例
に
準
じ
て
考
試
す
。
（
二
十
九
年
春
正
月
丁
丑
、
制
雨
京
、
諸
州
各
置
玄
元
皇
帝
廟

（41）



　
　
拉
崇
玄
學
、
置
生
徒
、
令
習
『
老
子
』
・
『
荘
子
』
・
『
列
子
』
・
『
文
子
』
、
毎
年
準
明
経
例
考
試
。
）
（
『
奮
唐
書
』
春
九
　
玄
宗
下
）

『
老

子
』
を
試
験
の
封
象
と
す
る
こ
と
は
、
す
で
に
高
宗
の
時
に
も
行
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
に
至
っ
て
專
門
の
教
育
機
關
が
設
立
さ
れ
た

こ
と
に
な
る
。
そ
れ
に
先
立
つ
『
老
子
』
定
本
の
校
訂
、
國
定
の
『
老
子
』
注
鐸
の
作
成
は
、
鐸
莫
の
際
の
教
授
の
み
な
ら
ず
’
こ
の
崇
玄

學
で

の
教
授
用
に

も
用
い
ら
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
『
老
子
』
以
外
の
道
家
三
書
を
も
學
習
封
象
と
す
る
こ
と
と
な
り
、
國
家
に
よ

る
道
家
尊
崇
の
立
場
は
よ
り
鮮
明
な
も
の
と
な
っ
た
と
言
え
る
。
ち
な
み
に
『
新
唐
書
』
で
は
こ
の
試
験
を
「
道
畢
」
と
稻
し
た
と
記
し
て

　
　
に
　

い
る
。

　

こ
れ
以
降
も
玄
宗
は
様
々
な
事
業
を
行
い
、
ま
た
老
子
に
ま
つ
わ
る
い
く
つ
か
の
事
柄
が
起
き
て
い
る
。
以
下
『
奮
唐
書
』
禮
儀
志
に
よ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

て
確
認
し
て
み
た
い
。

　
ま
ず
、
開
元
二
十
九
年
の
閏
四
月
、
玄
宗
は
夢
で
京
師
の
南
の
山
の
ふ
も
と
に
天
尊
の
像
が
あ
る
の
を
見
た
。
こ
れ
を
探
し
た
と
こ
ろ
、

實
際
に
蓋
屋
の
棲
観
の
そ
ば
で
こ
れ
を
見
つ
け
た
と
い
う
。

　
天
賓
元
年
正

月
に
は
、
陳
王
府
参
軍
の
田
同
秀
が
、
永
昌
街
の
空
中
に
玄
元
皇
帝
が
あ
ら
わ
れ
、
「
天
下
太
卒
、
聖
壽
無
彊
」
と
い
う
言

葉
を
玄
宗
に
傳
え
、
ま
た
桃
林
縣
の
關
令
サ
喜
の
故
宅
の
傍
に
霊
實
符
が
あ
っ
た
と
報
告
し
た
。
使
を
出
し
て
探
さ
せ
た
と
こ
ろ
、
は
た
し

て

含
元
殿
に

献
上
さ
れ
た
。

　
ま
た
そ
の
後
、
詔
し
て
『
古
今
人
表
』
で
玄
元
皇
帝
を
上
聖
に
入
れ
る
こ
と
と
し
た
。
荘
子
を
南
華
眞
人
、
文
子
を
通
玄
眞
人
、
列
子
を

沖
虚
眞
人
、
庚
桑
子
を
洞
虚
眞
人
と
號
す
る
こ
と
と
し
、
そ
れ
ぞ
れ
、
『
荘
子
』
を
『
南
華
眞
経
』
、
『
文
子
』
を
『
通
玄
眞
経
』
、
『
列
子
』

を
『
沖
虚
眞
経
』
、
『
庚
桑
子
』
を
『
洞
虚
眞
経
』
と
改
稻
し
た
。

　
毫

州
眞
源
縣
の
先
天
太
后
廟
、
玄
元
廟
に
そ
れ
ぞ
れ
令
一
人
を
置
い
た
。
爾
京
の
崇
玄
學
に
そ
れ
ぞ
れ
博
士
・
助
教
・
學
生
一
百
人
を
置

く
こ
と
と
し
た
。
の
ち
、
雨
京
の
玄
元
廟
を
太
上
玄
元
廟
と
改
め
、
天
下
み
な
こ
れ
に
倣
わ
せ
た
。
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お
　

　
崇
玄
學
と
併
置
さ
れ
て
い
る
玄
元
皇
帝
廟
で
は
、
毎
年
「
道
法
齋
礁
」
が
行
わ
れ
た
ら
し
い
o
こ
こ
に
書
か
れ
て
い
る
以
外
で
は
、
老
子

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
　

の
父
母
ま
で
も
追
尊
し
て
誼
を
加
え
、
老
子
の
像
を
作
っ
た
り
、
そ
の
眞
容
を
爲
し
た
と
も
の
を
頒
布
し
た
り
と
い
う
こ
と
を
行
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
唐
初
か
ら
始
ま
っ
た
老
子
尊
崇
は
、
老
子
以
外
の
道
家
系
思
想
家
と
そ
の
著
作
へ
の
尊
崇
に
ま
で
範
囲
を
撞
大
し
、
御

注

と
い
う
テ
キ
ス
ト
の
制
定
と
教
育
機
關
の
設
立
に
よ
っ
て
、
そ
の
権
威
を
確
立
さ
せ
ら
れ
て
い
っ
た
。
一
方
で
、
儀
式
や
道
畢
な
ど
の
實

際
に
蓮
用
す
る
た
め
の
制
度
だ
け
で
な
く
、
夢
の
お
告
げ
や
祠
秘
的
な
老
君
の
出
現
、
霊
符
の
登
見
な
ど
怪
し
げ
な
記
事
も
あ
り
、
玄
宗
の

信
仰
の
深
ま
り
と
、
そ
れ
に
周
囲
が
追
随
し
て
い
っ
た
状
況
が
う
か
が
わ
れ
る
。

　
ま
た
、
『
道
経
』
『
徳
経
』
を
『
上
経
』
『
下
経
』
に
改
め
て
い
る
。

　
　
⑪
化
の

原
な
る
者
を
道
と
日
ひ
、
道
の
用
な
る
者
を
徳
と
爲
す
、
其
の
義
は
至
大
に
し
て
、
聖
人
に
非
ざ
れ
ば
執
か
能
く
之
を
章
ら
か

　
　
に

せ
ん

や
o
昔
有
周
の
季
年
、
代
は
道
と
與
に
喪
ぶ
、
我
が
烈
組
玄
元
皇
帝
乃
ち
妙
本
を
登
明
し
、
生
露
を
汲
引
し
、
遂
に
玄
経
五
千

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
ぐ

　
　
言
を
著
し
、
用
て
時
弊
を
救
は
ん
と
す
。
義
は
象
繋
よ
り
高
く
、
理
は
希
夷
を
貫
き
、
萬
代
の
能
く
儒
ふ
と
こ
ろ
に
非
ず
、
量
に
⊥
ハ
経

　
　
の
擬
す

る
所
な
ら
ん
や
。
承
習
前
業
の
人
等
、
其
の
春
敷
多
に
非
ざ
る
を
以
て
、
列
し
て
小
経
の
目
に
在
ら
し
む
る
も
、
微
言
奥
旨
、

　
　
稻
謂
殊
に

乖
く
。
今
よ
り
已
後
、
天
下
の
畢
に
雁
ず
る
も
の
は
、
崇
玄
學
生
を
除
く
の
外
、
其
の
除
は
試
る
所
の
『
道
徳
経
』
を
宜
し

　
　
く
拉
び
に
停
め
、
侃
り
て
司
る
所
を
し
て
更
に
一
小
経
を
詳
揮
し
之
に
代
へ
し
む
。
其
れ
『
道
経
』
を
上
経
と
爲
し
、
『
徳
経
』
を
下

　
　
経

と
爲
す
は
、
道
の
尊
徳
の
貴
に
庶
け
れ
ば
、
是
れ
崇
し
是
れ
奉
ず
。
（
化
之
原
者
日
道
、
道
之
用
者
爲
徳
、
其
義
至
大
、
非
聖
人
執

　
　
能
章

之
。
昔
有
周
季
年
、
代
與
道
喪
、
我
烈
組
玄
元
皇
帝
乃
襲
明
妙
本
、
汲
引
生
露
、
途
著
元
経
五
千
言
、
用
救
時
弊
。
義
高
象
繋
、

　
　
理
貫
希
夷
、
非
萬
代
之
能
儒
、
豊
⊥
ハ
経
之
所
擬
。
承
習
前
業
人
等
、
以
其
巻
藪
非
多
、
列
在
小
経
之
目
、
微
言
奥
旨
、
稻
謂
殊
乖
。
自

　
　
今
已
後
、
天
下
雁
畢
、
除
崇
玄
學
生
外
、
其
飴
所
試
『
道
徳
経
』
宜
並
停
、
伍
令
所
司
更
詳
揮
一
小
経
代
之
。
其
『
道
経
』
爲
上
経
、
『
徳

　
　
経
』
爲
下
経
、
庶
乎
道
尊
徳
貴
、
是
崇
是
奉
。
）
（
『
全
唐
文
』
巻
三
十
一
　
玄
宗
十
二
「
分
道
徳
爲
上
下
経
詔
」
）
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こ
れ
に
關
し
て
は
褒
谷
氏
が
詳
細
に
論
じ
て
そ
の
眞
意
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
よ
う
に
、
⊥
ハ
経
な
ど
比
べ
物
に
な
ら
な
い
ほ
ど
偉
大
な
『
道

徳
経
』
が
、
そ
の
分
量
の
少
な
さ
故
に
「
小
経
」
と
い
う
地
位
に
甘
ん
じ
て
き
た
が
、
今
後
は
崇
玄
學
で
學
ん
だ
も
の
以
外
が
科
畢
で
選
揮

す

る
こ
と
は
許
さ
な
い
。
つ
い
て
は
、
『
道
経
』
『
徳
経
』
の
呼
稻
は
つ
つ
し
ん
で
、
『
上
経
』
『
下
経
』
と
稻
す
べ
き
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い

る
。
こ
の
こ
と
は
、
高
宗
が
科
畢
に
雁
じ
よ
う
と
す
る
者
に
須
ら
く
『
道
徳
経
』
の
兼
修
を
求
め
た
こ
と
と
封
照
的
で
あ
る
。

　
　
⑫
儀

鳳
三
年
五

月
、
詔
し
て
「
今
よ
り
已
後
、
『
道
徳
経
』
を
拉
び
に
上
経
と
爲
し
、
貢
畢
の
人
皆
須
く
兼
通
す
べ
し
。
其
の
除
経
及

　
　
び

『
論
語
』
は
、
任
じ
て
常
式
に
依
る
。
」
（
儀
鳳
三
年
五
月
、
詔
「
自
今
已
後
、
『
道
徳
経
』
拉
爲
上
経
、
貢
畢
人
皆
須
兼
通
。
其
鯨

　
　
経
及

『
論
語
』
、
任
依
常
式
。
」
）
（
『
奮
唐
書
』
巻
二
十
四
志
第
四
禮
儀
四
）

　
テ
キ

ス

ト
と
し
て
の
御
注
が
完
成
し
、
そ
れ
を
基
に
專
門
の
教
育
機
關
で
學
ん
だ
エ
キ
ス
パ
ー
ト
を
養
成
し
始
め
た
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ

以

外
の
、
い
わ
ば
中
途
牛
端
な
學
習
者
を
排
除
し
よ
う
と
す
る
か
の
よ
う
な
方
針
を
打
ち
出
し
た
こ
と
は
、
國
家
に
よ
る
老
子
お
よ
び
道
家

思
想
教
育
が
そ

れ
ま
で
と
は
異
な
る
新
た
な
段
階
に
入
ろ
う
と
し
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
の

よ
う
に
、
初
唐
か
ら
老
子
を
皇
室
の
租
と
し
て
尊
崇
し
、
ま
た
『
老
子
』
の
學
習
を
奨
励
し
、
試
験
の
科
目
に
加
え
る
と
い
っ
た

こ
と
は
行
わ
れ
て
き
た
が
、
玄
宗
の
治
世
に
お
い
て
は
そ
れ
が
大
幅
に
撞
充
さ
れ
た
こ
と
が
看
取
さ
れ
る
。

（44）

結
語
に
か
え
て

　
以

上
、
初
唐
か
ら
盛
唐
に
至
る
ま
で
の
老
子
お
よ
び
『
老
子
』
尊
崇
の
在
り
様
に
つ
い
て
み
て
き
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
初
唐
に
お
い
て

も
廟
の
建
立
、
『
老
子
』
學
習
の
奨
励
、
科
畢
へ
の
追
加
な
ど
は
行
わ
れ
て
い
た
も
の
の
、
玄
宗
期
で
は
そ
れ
ら
が
よ
り
大
規
模
に
、
全
禮

が

組
織

だ
っ
て
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
御
注
・
御
疏
も
そ
う
し
た
中
で
具
髄
的
な
役
割
を
負
う
べ
く
撰
述
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が



明
ら
か
に
な
っ
た
。

　
こ
こ
で
、
改
め
て
第
一
章
で
確
認
し
た
、
御
注
・
御
疏
撰
述
當
時
に
存
在
し
た
『
老
子
』
注
の
状
況
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
あ
れ
だ

け
の
注
鐸
が
有
っ
た
に
も
關
わ
ら
ず
、
御
注
・
御
疏
は
い
ず
れ
も
、
他
の
『
老
子
』
注
へ
は
言
及
し
な
い
。
御
注
は
そ
も
そ
も
ほ
と
ん
ど
他

書
の
引
用
を
せ
ず
、
『
周
易
』
．
『
荘
子
』
の
引
用
が
わ
ず
か
三
例
ほ
ど
見
え
る
の
み
で
あ
る
。
一
方
御
疏
は
八
十
例
あ
ま
り
の
引
用
が
あ
り
、

そ

の
内
課
は
『
周
易
』
．
『
街
書
』
・
『
詩
経
』
・
『
周
禮
』
・
『
禮
記
』
・
『
春
秋
』
・
『
論
語
』
・
『
爾
雅
』
・
『
史
記
』
・
『
漢
書
』
・
『
荘
子
』
・
『
西
昇
経
』

で

あ
る
。
ほ
と
ん
ど
が
経
書
で
あ
り
、
道
教
に
關
わ
る
も
の
と
し
て
は
『
西
昇
経
』
が
あ
る
も
の
の
、
引
用
は
わ
ず
か
三
例
で
あ
る
。
こ
こ

か

ら
看
取
さ
れ
る
の
は
、
御
注
・
御
疏
が
當
時
の
道
教
的
な
言
説
を
ほ
と
ん
ど
反
映
さ
せ
て
お
ら
ず
、
ま
た
そ
の
要
素
を
取
り
入
れ
た
と
し

て
も
取
り
立
て
て
明
示
し
よ
う
と
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
先
行
研
究
で
も
指
摘
が
あ
る
通
り
、
御
注
、
そ
し
て
御
疏
に
は
、
初

唐
の
道
士

成
玄
英
の
思
想
の
影
響
が
み
ら
れ
る
。
し
か
し
、
御
注
も
御
疏
も
そ
の
こ
と
に
は
全
く
言
及
し
な
い
。
こ
れ
は
、
1
つ
に
は
、
老

子
尊

崇
、
信
仰
を
深
め
て
い
っ
た
玄
宗
も
、
あ
く
ま
で
も
建
前
上
は
儒
佛
道
三
教
を
卒
等
に
扱
お
う
と
い
う
意
識
が
あ
っ
た
か
ら
だ
と
考
え

る
。
玄
宗
が
『
老
子
』
御
注
の
ほ
か
、
『
孝
経
』
、
『
金
剛
経
』
に
も
注
を
残
し
て
い
る
の
は
そ
の
表
れ
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
も
う
I
つ
に
は
、

お

そ

ら
く
玄
宗
は
『
老
子
』
お
よ
び
道
家
の
思
想
を
、
道
教
的
、
つ
ま
り
宗
教
的
で
あ
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
士
大
夫
が
爲
政
の
場
で
蓮
用
す

る
た
め
の
、
ま
さ
し
く
経
書
に
な
ら
ぶ
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
よ
う
と
し
た
か
ら
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
御
注
の

序
に
は
、
「
そ
の
本
旨
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
嚴
遵
の
注
に
も
不
足
が
あ
る
し
、
章
句
を
分
か
つ
に
は
河
上
公
と
て
も
飽
き
た

ら
な
い
部
分
が
あ
る
。
そ
の
他
は
物
の
敷
で
す
ら
な
い
。
よ
っ
て
、
我
が
租
玄
元
皇
帝
の
妙
旨
が
絶
え
る
の
を
お
そ
れ
て
自
ら
注
解
を
施
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
リ

の

だ
。
公
卿
臣
庶
道
稗
二
門
に
も
は
か
り
、
虚
心
坦
懐
に
善
き
意
見
は
受
け
入
れ
る
つ
も
り
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
嚴
遵
と
河

上
公
の
名
の
み
が
畢
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
二
者
に
は
共
通
鮎
が
あ
る
。
い
ず
れ
も
前
漢
の
人
物
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

河
上
公
の
事
績
は
あ

ま
り
に
傳
説
的
な
色
合
い
が
強
く
、
事
實
と
し
て
受
け
取
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
が
、
佛
教
傳
來
、
道
教
嚢
生
以
前
の
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古
い
注
稗
の
み
に
言
及
し
て
い
る
こ
と
は
、
い
ず
れ
か
の
色
合
い
の
濃
厚
な
借
侶
や
道
士
の
手
に
な
る
注
稗
へ
言
及
し
な
い
こ
と
と
軌
を
一

と
す
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
御
疏
の
序
文
に
あ
た
る
「
稗
題
」
に
は
、
『
老
子
』
と
い
う
書
物
に
つ
い
て
、
「
其
の
要
は
理
身
理
國
に
在
り
」

　
　
　
　
　
　
お
　

と
明
言
す
る
。
玄
宗
御
注
．
御
疏
は
、
『
老
子
』
を
修
身
治
國
の
書
と
し
て
解
繹
し
、
そ
の
教
え
を
旨
と
し
て
實
際
の
爲
政
を
行
わ
ん
と
し

た

も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
裏
付
け
る
か
の
よ
う
な
策
問
が
残
さ
れ
て
い
る
。
い
わ
v
、
『
老
子
』
の
「
絶
學
無
憂
」
は
進
徳
修

業
の
教

に
背
き
、
『
列
子
』
力
命
篇
の
「
汝
案
功
於
物
」
は
、
勧
善
懲
悪
に
違
反
す
る
。
二
旨
の
い
ず
れ
が
非
で
あ
る
か
、
そ
の
優
劣
は
い

　
　
ガ
　

か

ん
o
こ
れ
は
、
経
書
の
仁
義
禮
樂
と
道
家
の
主
張
の
關
係
を
い
か
に
し
て
解
す
べ
き
か
と
い
う
問
で
あ
ろ
う
。
儒
の
學
を
修
め
た
士
大
夫

と
し
て
道
家
の
學
を
い
か
に
聖
人
の
教
と
調
和
的
に
理
解
し
、
爲
政
の
場
で
實
行
す
る
の
か
。
御
注
・
御
疏
は
そ
の
こ
と
を
明
ら
か
に
せ
ん

と
し
て
著
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

（1
）

（2
）

（3
）

中
嶋
隆
藏
『
六
朝
思
想
の
研
究
』
附
篇
「
六
朝
時
代
に
お
け
る
儒
佛
道
三
思
想
の
交
流
」
第
三
節
「
唐
玄
宗
皇
帝
の
老
子
崇
奔
と
『
道
徳
経
』
理
解
」
（
平

樂
寺
書

店
、
1
9
8
5
）
。
褒
谷
邦
夫
「
唐
・
玄
宗
『
道
徳
眞
経
』
註
疏
に
お
け
る
『
妙
本
』
に
つ
い
て
」
（
秋
月
観
暎
編
『
道
教
と
宗
教
文
化
』
平

河
出
版
吐
、
1
9
　
e
o
7
）
。
砂
山
稔
『
晴
唐
道
教
思
想
史
研
究
』
第
七
章
「
『
虚
』
の
思
想
－
初
唐
よ
り
盛
唐
に
至
る
道
家
・
道
教
思
想
史
の
一
側
面
」

第
二
節
「
『
虚
極
妙
本
』
に
つ
い
て
」
（
平
河
出
版
吐
、
1
9
9
0
）
。
褒
谷
邦
夫
「
唐
・
玄
宗
御
註
『
道
徳
眞
経
』
お
よ
び
疏
撰
述
を
め
ぐ
る
二
、
三

の

問
題
」
（
『
東
方
學
報
』
（
6
）
、
1
9
9
0
年
）
。
堀
池
信
夫
「
『
妙
本
』
の
位
置
ー
ー
唐
玄
宗
『
老
子
註
』
の
一
特
質
ー
」
（
『
中
國
文
化
』
（
6
）
、

2
0
0
2
年
）
。
「
『
妙
本
』
の
形
成
1
『
老
子
玄
宗
註
』
思
想
の
成
立
」
（
平
成
十
年
度
～
十
四
年
度
文
部
科
學
省
科
學
研
究
費
補
助
金
特
定
領
域

研
究
（
A
）
旧
、
『
古
典
學
の
再
構
築
』
研
究
成
果
報
告
集
H
『
論
集
・
原
典
』
、
2
0
0
3
）
。
「
『
註
』
の
『
妙
本
』
、
『
疏
』
の
『
妙
本
』
　
　
唐
玄

宗

『
老
子
註
疏
』
へ
の
一
覗
鮎
」
（
『
中
國
思
想
に
お
け
る
身
謹
、
自
然
、
信
仰
ー
坂
出
詳
伸
先
生
退
休
記
念
論
集
』
東
方
書
店
、
2
0
0
－
v
）
o
　
r
二

つ
の

『
妙

本
』
」
（
『
宮
澤
正
順
博
士
古
稀
記
念
　
東
洋
ー
比
較
文
化
論
集
1
』
青
史
出
版
、
2
0
0
4
）
。
島
一
『
唐
代
思
想
史
論
集
』
第
二
章
三

玄

宗
の
『
道
徳
眞
経
』
註
疏
に
つ
い
て
1
理
身
と
理
國
ー
」
（
朋
友
出
版
、
2
0
1
3
）
。

「
唐
玄
宗

『
道
徳
眞
経
』
御
注
・
御
疏
に
見
え
る
『
沖
氣
』
と
『
沖
用
』
に
つ
い
て
」
『
集
刊
東
洋
學
』
（
m
）
、
2
0
1
4
年
。

変
谷
邦
夫
「
唐
．
玄
宗
御
注
『
道
徳
眞
経
』
お
よ
び
疏
撰
述
を
め
ぐ
る
1
　
1
’
三
の
問
題
」
（
『
東
方
學
報
』
（
6
）
、
1
9
9
0
年
）
。

（46）



、

（4
）

（
5
）

（6
）

（7
）

老
君
垂
範
、
義
在
清
虚
。
稗
迦
胎
則
、
理
存
因
果
。
求
其
教
也
、
汲
引
之
跡
殊
途
。
窮
其
宗
也
、
宏
盆
之
風
齊
致
。
然
大
道
之
興
、
肇
於
遼
古
、
源

出
無
名
之
始
、
事
高
有
形
之
外
。
適
両
儀
而
運
行
、
包
萬
物
而
亭
育
、
故
能
経
邦
致
治
、
反
撲
還
淳
。
至
如
佛
教
之
興
、
基
於
西
域
、
逮
於
後
漢
、
方

被
中
華
。
辞
愛
之
理
多
方
、
報
雁
之
縁
匪
一
。
泊
乎
近
世
、
崇
信
滋
深
、
人
凱
當
年
之
頑
。
家
催
來
生
之
禍
。
由
是
滞
俗
者
聞
元
宗
而
大
笑
、
好
異

者
望
眞
諦
而
争
蹄
、
始
波
湧
於
闇
里
、
終
風
靡
於
朝
廷
。
遂
使
殊
俗
之
典
、
諺
爲
思
妙
之
先
。
諸
華
之
教
、
翻
居
一
乗
之
後
。
流
遜
忘
反
、
於
弦
累
代
。

朕
夙
夜
寅
畏
、
緬
惟
至
道
、
思
革
前
弊
、
納
諸
軌
物
。
況
朕
之
本
系
、
出
於
柱
史
。
今
鼎
詐
克
昌
、
既
懸
上
徳
之
慶
。
天
下
大
定
、
亦
頼
無
爲
之
功
。

宜
有
改

張
、
閨
弦
元
化
。
自
今
以
後
、
齋
供
行
立
、
至
於
稻
謂
、
其
道
士
女
冠
、
可
在
僧
尼
之
前
。
庶
敦
本
之
俗
、
暢
於
九
有
。
尊
祀
之
風
、
胎
諸

萬
葉
。
告
報
天
下
、
圭
者
施
行
。
（
『
全
唐
文
』
巻
六
　
太
宗
三
）

大
道
混
成
、
先
二
儀
而
立
極
。
至
人
虚
己
、
妙
萬
物
以
爲
言
。
専
若
老
君
、
朕
之
本
系
。
髪
自
伏
犠
之
始
、
既
且
乎
姫
周
之
末
。
霊
慮
無
象
、
愛
化
多
方
。

游
元
氣
以
上
容
感

日
精
以
下
降
。
或
從
容
宇
宙
、
吐
納
風
雲
。
或
師
友
帝
王
、
丹
青
妙
化
。
讐
陰
陽
而
不
測
、
與
日
月
而
倶
懸
。
交
喪
在
辰
、
晦
跡

柱
下
、
大
宏
雅
訓
、
垂
範
將
來
。
錐
心
齊
於
太
虚
、
而
理
婦
於
眞
宰
。
若
夫
絶
聖
棄
智
、
安
神
寡
欲
、
寂
実
杏
冥
之
際
、
希
夷
覗
聴
之
表
、
淡
爾
無
爲
、

悠
然
自
得
。
酌
之
不
端
、
用
之
不
盈
、
執
大
象
以
還
淳
、
瀞
元
覧
而
遣
累
、
遡
乾
坤
而
長
久
。
跨
陶
鈎
而
亭
育
。
至
　
哉
。
固
無
得
而
名
也
。
況
乎

大
聖
所
資
、
克
昌
實
詐
。
上
徳
所
履
。
允
属
休
期
。
（
『
全
唐
文
』
）
巻
十
二
　
高
宗
二
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の

鐸
迦

聞
教
、
清
静
爲
先
、
遠
離
塵
垢
、
断
除
倉
欲
e
所
以
宏
宣
勝
業
、
修
殖
善
根
、
開
導
愚
迷
、
津
梁
品
庶
。
是
以
敷
演
経
教
、
検
約
學
徒
、
調
伏
　
ほ

身
心
、
舎
諸
染
著
、
衣
服
飲
食
、
成
資
四
輩
。
自
畳
王
遷
謝
、
像
法
流
行
、
末
代
陵
遅
、
漸
以
薦
濫
。
乃
有
狼
賎
之
侶
、
規
自
尊
高
。
浮
惰
之
人
、
荷

避
徒
役
。
妄
爲
剃
度
、
托
號
出
家
、
嗜
欲
無
厭
、
螢
求
不
息
。
出
入
闇
里
、
周
旋
坐
鄭
駆
策
畜
産
、
聚
積
貨
物
、
耕
織
爲
生
、
枯
販
成
業
、
事
同
編
戸
、

跡
等
齊
人
。
進
違
戒
律
之
文
、
退
無
禮
典
之
訓
。
至
乃
親
行
劫
掠
、
躬
自
穿
窯
、
造
作
妖
託
、
交
通
豪
狽
、
毎
罹
憲
網
、
自
陥
重
刑
、
顯
齪
眞
如
、
傾

殿
妙

法
。
警
鼓
根
募
、
有
稜
嘉
苗
、
類
彼
於
泥
、
混
夫
清
水
。
又
伽
藍
之
地
、
本
日
浄
居
、
棲
心
之
所
、
理
伺
幽
寂
。
近
代
已
來
、
多
立
寺
舎
、
不

求

閲
膿
之
境
、
唯
趣
喧
雑
之
方
。
繕
築
崎
嘔
、
蕊
宇
舛
錯
、
招
來
隠
匿
、
誘
納
好
邪
。
或
有
接
近
劇
邸
、
鄭
還
屠
酷
、
埃
塵
満
室
、
腔
握
盈
道
。
徒

長
輕
慢
之

心
、
有
薦
崇
敬
之
義
。
且
老
氏
垂
化
、
本
實
衝
虚
、
養
志
無
爲
、
遺
情
物
外
。
全
眞
守
一
、
是
爲
元
門
、
駆
馳
世
務
、
尤
乖
宗
旨
。
朕
膚

期
駅
宇
、
興
隆
教
法
、
志
思
利
盆
、
情
在
護
持
。
欲
使
玉
石
厘
分
、
薫
猶
有
辮
、
長
存
妙
道
、
永
固
福
田
、
正
本
澄
源
、
宜
從
沙
汰
。
諸
僧
、
尼
、
道

士
、
女
冠
等
、
有
精
勤
練
行
守
戒
律
者
、
鼓
令
就
大
寺
観
居
住
、
官
給
衣
食
、
勿
令
乏
短
。
其
不
能
精
進
戒
行
有
閲
者
、
不
堪
供
養
、
拉
令
罷
退
、
各

還
桑
梓
。
所
司
明
爲
條
式
、
務
依
法
教
、
違
制
之
事
、
悉
宜
停
断
。
京
城
留
寺
三
所
、
観
二
所
、
其
除
天
下
諸
州
各
留
一
所
、
除
悉
罷
之
。
（
『
全
唐
文
』

巻
三
　
高
祀

「
沙
汰
佛
道
詔
」
）

七
年
、
変
上
疏
請
除
去
繹
教
、
日
．
佛
在
西
域
、
言
妖
路
遠
、
漢
謹
胡
書
、
恣
其
假
托
。
故
使
不
忠
不
孝
、
削
登
而
揖
君
親
。
游
手
游
食
、
易
服
以



（8
）

（9
）

逃
租
賦
。
演
其
妖
書
、
述
其
邪
法
、
偽
敏
三
途
、
謬
張
六
道
、
恐
嚇
愚
夫
、
詐
欺
庸
品
。
凡
百
黎
庶
、
通
識
者
稀
、
不
察
根
源
、
信
其
矯
詐
。
乃
追

既
往
之
罪
、
虚
規
將
來
之
幅
。
布
施
一
銭
、
希
萬
倍
之
報
。
持
齋
一
日
、
糞
百
日
之
糧
。
遂
使
愚
迷
、
妄
求
功
徳
、
不
揮
科
禁
、
輕
犯
憲
章
。
其
有

造
作
悪

逆
、
身
墜
刑
網
、
方
乃
獄
中
禮
佛
、
口
諦
佛
経
、
書
夜
忘
疲
、
規
免
其
罪
。
且
生
死
壽
天
、
由
於
自
然
。
刑
徳
威
頑
、
關
之
人
圭
。
乃
謂
貧

富
貴
賎
、
功
業
所
招
、
而
愚
僧
矯
詐
、
皆
云
由
佛
。
窺
人
圭
之
権
、
檀
造
化
之
力
、
其
爲
害
政
、
良
可
悲
　
。
案
『
書
』
云
、
「
惟
闘
作
幅
威
、
惟
閥

玉
食
。
臣
有
作
頑
、
作
威
、
玉
食
、
害
於
而
家
、
兇
於
而
國
、
人
用
側
頗
僻
。
」
降
自
義
、
農
、
至
於
漢
、
魏
、
皆
無
佛
法
、
君
明
臣
忠
、
砕
長
年
久
。

漢
明
帝
假
托
夢
想
、
始
立
胡
紳
、
西
域
桑
門
、
自
傳
其
法
。
西
巫
目
以
上
、
國
有
嚴
科
、
不
許
中
國
之
人
、
輯
行
莞
登
之
事
。
泊
於
符
、
石
、
莞
胡
齪

華
、
主
庸
臣
候
、
政
虐
詐
短
、
皆
由
佛
教
致
災
也
。
梁
武
、
齊
裏
、
足
爲
明
鏡
。
昔
褒
似
一
女
、
妖
惑
幽
王
、
省
致
亡
國
。
況
天
下
僧
尼
、
敷
盈
十
萬
、

蕩
刻
縛
彩
、
装
束
泥
人
、
而
爲
厭
魅
、
迷
惑
萬
姓
者
乎
。
今
之
僧
尼
、
請
令
匹
配
、
即
成
十
萬
除
戸
。
産
育
男
女
、
十
年
長
養
、
一
紀
教
訓
、
自
然

盆

國
、
可
以
足
兵
。
四
海
菟
慧
食
之
映
、
百
姓
知
威
福
所
在
、
則
妖
惑
之
風
自
革
、
淳
撲
之
化
還
興
。
且
古
今
忠
諌
、
鮮
不
及
祠
。
窺
見
齊
朝
章
仇

子
他
上
表
言
、
「
僧
尼
徒
思
、
歴
損
國
家
、
寺
塔
奢
移
、
虚
費
金
吊
。
」
爲
諸
僧
附
會
宰
相
、
封
朝
諸
殿
。
諸
尼
依
托
妃
主
、
潜
行
誘
蕎
。
子
他
寛
被

囚
執
、
刑
於
都
市
。
及
周
武
卒
齊
、
制
封
其
墓
。
臣
錐
不
敏
、
窺
慕
其
縦
。
又
上
疏
十
一
首
、
詞
甚
切
直
。
高
租
付
群
官
詳
議
、
唯
太
僕
卿
張
道
源

稻
変
奏
合

理
。
中
書
令
憲
璃
與
之
争
論
日
、
「
佛
、
聖
人
也
。
変
爲
此
議
、
非
聖
人
者
無
法
、
請
置
嚴
刑
。
」
変
日
、
「
禮
本
於
事
親
、
終
於
奉
上
、
此

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

幻

則
忠

孝
之
理
著
、
臣
子
之
行
成
。
而
佛
逮
城
出
家
、
逃
背
其
父
、
以
匹
夫
而
抗
天
子
、
以
継
髄
而
惇
所
親
。
鯖
璃
非
出
於
空
桑
、
乃
遵
無
父
之
教
。
臣
　
＠

聞
非
孝
者
無
親
、
其
璃
之
謂
　
。
」
璃
不
能
答
、
但
合
掌
日
、
「
地
獄
所
設
、
正
爲
是
人
。
」
高
祀
將
從
葵
言
、
會
傳
位
而
止
。
（
『
奮
唐
書
』
春
八
十
三

傅
変
傳
）

道
士

司
馬
承
頑
、
字
子
微
。
河
内
温
人
、
周
晋
州
刺
史
、
榔
邪
公
喬
玄
孫
。
少
好
學
、
薄
於
爲
吏
、
途
爲
道
士
e
事
藩
師
正
、
傳
其
符
籔
及
闘
穀
導

引
服
餌
之
術
。
師
正
特
賞
異
之
、
謂
日
、
「
我
自
陶
隠
居
傳
正
一
之
法
、
至
汝
四
葉
　
。
」
承
頑
嘗
遍
游
名
山
、
乃
止
於
天
毫
山
。
則
天
聞
其
名
、
召

至
都
、
降
手
敷
以
賛
美
之
。
及
將
還
、
敷
麟
壷
監
李
橋
饅
之
於
洛
橋
之
東
。

景
雲
二
年
、
容
宗
令
其
兄
承
緯
就
天
墓
山
追
之
至
京
、
引
入
宮
中
、
問
以
陰
陽
術
藪
之
事
。
承
頑
封
日
、
「
道
経
之
旨
、
『
爲
道
日
損
、
損
之
又
損
、
以

至
於
無
爲
。
』
且
心
目
所
知
見
者
、
毎
損
之
省
未
能
已
、
豊
復
攻
乎
異
端
、
而
増
其
智
慮
哉
。
」
帝
日
、
「
理
身
無
爲
、
則
清
高
　
。
理
國
無
爲
、
如
何
。
」

封
日
、
「
國
猶
身
也
。
『
老
子
』
日
、
『
游
心
於
淡
、
合
氣
於
漠
、
順
物
自
然
而
無
私
焉
、
而
天
下
理
。
』
『
易
』
日
、
『
聖
人
者
、
與
天
地
合
其
徳
。
』
是

知
天
不
言
而

信
、
不
爲
而
成
。
無
爲
之
旨
、
理
國
之
道
也
。
」
容
宗
嘆
息
日
、
「
廣
成
之
言
、
即
斯
是
也
。
」
承
頑
固
欝
還
山
、
伍
賜
費
琴
一
張
、
及
霞

紋
破
而
遣
之
、
朝
中
詞
人
贈
詩
者
百
除
人
o
　
（
『
u
m
唐
書
』
春
百
九
十
二
　
司
馬
承
頑
傳
）

褒
谷
邦
夫

「
唐
・
玄
宗
御
注
『
道
徳
眞
経
』
お
よ
び
疏
撰
述
を
め
ぐ
る
二
、
三
の
問
題
」
（
『
東
方
學
報
』
（
6
）
、
1
9
9
0
年
）
．
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『
無
求
備
齋
老
子
集
成
』
所
牧
『
石
刻
道
徳
経
十
一
種
』

武

内
義
雄
『
老
子
の
研
究
』
第
五
章
・
五
　
開
元
注
の
経
本
珊
頁
（
『
武
内
義
雄
全
集
　
第
五
巻
老
子
篇
』
1
9
7
8
、
角
川
書
店
　
所
牧
』
）

前
掲
注
1
堀
池
、
褒
谷
な
ど
。

二
十
九
年
、
始
置
崇
玄
學
、
習
『
老
子
』
『
荘
子
』
『
文
子
』
、
『
列
子
』
、
亦
日
道
畢
。
其
生
、
京
都
各
百
人
、
諸
州
無
常
員
。
官
秩
、
蔭
第
同
國
子
、

畢
迭
課
試
如
明
経
。
（
『
新
唐
書
』
志
第
三
十
四
　
選
畢
志
上
）

開
元
二
十
九
年
正
月
己
丑
、
詔
両
京
及
諸
州
各
置
玄
元
皇
帝
廟
一
所
、
拉
置
崇
玄
學
。
其
生
徒
令
習
『
道
徳
経
』
及
『
荘
子
』
、
『
列
子
』
、
『
文
子
』
等
、

毎
年
準
明
経
例
畢
迭
。
至
閏
四
月
、
玄
宗
夢
京
師
城
南
山
趾
有
天
尊
之
像
、
求
得
之
於
蓋
屋
棲
観
之
側
。
至
天
實
元
年
正
月
癸
丑
、
陳
王
府
参
軍
田

同
秀
稽
於
京
永
昌
街
空
中
見
玄
元
皇
帝
、
以
「
天
下
太
卒
、
聖
壽
無
彊
」
之
言
傳
於
玄
宗
、
＄
云
桃
林
縣
故
關
令
サ
喜
宅
傍
有
霊
賓
符
。
登
使
求
之
、

十
七
日
、
厭
於
含
元
殿
。
於
是
置
玄
元
廟
於
太
寧
坊
、
東
都
於
積
善
坊
奮
邸
e
二
月
丁
亥
、
御
含
元
殿
、
加
尊
號
爲
開
元
天
實
聖
文
肺
武
皇
帝
。
辛
卯
、

親
耐
玄
元
廟
。
丙
申
、
詔
、
『
古
今
人
表
』
、
玄
元
皇
帝
升
入
上
聖
。
荘
子
號
南
華
眞
人
、
文
子
號
通
玄
眞
人
、
列
子
號
沖
虚
眞
人
、
庚
桑
子
號
洞
虚

眞
人
。
改
『
荘
子
』
a
c
　
t
r
南
華
眞
経
』
、
『
文
子
』
爲
『
通
玄
眞
経
』
、
『
列
子
』
爲
『
沖
虚
眞
経
』
、
『
庚
桑
子
』
爲
『
洞
虚
眞
経
』
。
毫
州
眞
源
縣
先
天

太
后
及
玄
元
廟
各
置

令
一
人
。
爾
京
崇
玄
學
各
置
博
士
、
助
教
、
又
置
學
生
一
百
員
。
桃
林
縣
改
爲
霊
實
縣
。
田
同
秀
與
五
品
官
。
四
月
、
詔
崇
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

G

習
『
道
徳
経
』
。
七
月
、
陸
西
李
氏
敦
煙
、
姑
戚
、
緯
郡
、
武
陽
四
房
隷
於
宗
正
寺
。
九
月
、
爾
京
玄
元
廟
改
爲
太
上
玄
元
廟
、
天
下
準
此
。
十
月
、
　
ほ

改
新
豊
麗
山
爲
會
昌
山
、
8
於
秦
坑
儒
之
所
立
祠
宇
。
新
作
長
生
殿
改
爲
集
露
憂
。
（
『
奮
唐
書
』
春
二
十
四
　
禮
儀
四
）

命
両
京
諸
路
各
置
元
元
皇
帝
廟
詔
（
『
全
唐
文
』
巻
三
十
一
　
玄
宗
十
二
）

追
尊
元
元
皇
帝
父
母
拉
加
論
遠
租
制
（
『
全
唐
文
』
巻
二
十
四
　
玄
宗
五
）

爲
元
元
皇
帝
設
像
詔
（
『
全
唐
文
』
巻
1
1
1
＋
　
1
　
玄
宗
十
二
）

令
鳥
元
元
皇
帝
眞
容
分
迭
諸
道
拉
推
恩
詔
『
全
唐
文
』
巻
1
1
1
十
　
1
　
玄
宗
十
二
）

撮
其
指
蹄
、
錐
蜀
嚴
而
猶
病
、
摘
其
章
句
、
自
河
公
而
或
略
。
其
除
浸
微
、
固
不
足
敷
。
則
我
玄
元
妙
旨
、
豊
其
將
墜
。
朕
誠
寡
薄
、
嘗
感
斯
文
、
狼

承
有
後
之

慶
、
恐
失
無
爲
之
理
、
毎
因
清
宴
、
輻
叩
玄
關
、
随
所
意
得
、
遂
爲
箋
注
。
宣
成
l
家
之
説
、
但
備
遺
闘
之
文
。
今
鼓
絶
筆
、
是
詞
於
厭

公
卿
臣
庶
道
稗
二
門
、
有
能
起
予
類
於
卜
商
、
針
疾
同
於
左
氏
、
渇
於
納
善
、
朕
所
虚
懐
渇
於
納
善
、
朕
所
虚
懐
、
荷
副
斯
言
、
必
加
厚
賞
。
（
「
唐

玄
宗
御
註
道
徳
眞
経
序
」
）

老
子
者
、
太
上
玄
元
皇
帝
之
内
號
也
。
玄
玄
道
宗
、
降
生
伊
毫
、
粛
粛
皇
租
、
命
氏
我
唐
。
垂
俗
之
訓
、
無
彊
之
祉
、
長
登
遠
詳
、
系
本
瓜
腿
。
其

出
庭
之
述
、
方
冊
備
記
。
道
家
以
爲
玉
農
雁
號
、
馬
遷
謂
之
隠
君
子
、
而
仲
尼
師
之
。
繕
経
中
其
大
護
問
趨
、
嘆
乎
龍
徳
、
是
孔
丘
無
聞
然
　
。
在
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周
室
久
之
、
將
導
西
極
、
關
令
サ
喜
請
著
書
、
於
是
演
二
篇
焉
。
明
道
徳
生
畜
之
源
、
岡
不
蓋
此
、
而
其
要
在
乎
理
身
理
國
。
（
「
唐
玄
宗
御
製
道
徳

眞
経
疏
舞
題
」
）

朕
聴
政
之
暇
、
嘗
讃
『
道
徳
経
』
、
『
文
』
、
『
列
』
、
『
荘
子
』
、
其
書
文
約
而
義
精
、
詞
高
而
旨
遠
、
可
以
理
國
、
可
以
保
身
。
朕
敦
崇
其
教
、
以
左
右

人
也
。
子
大
夫
能
從
事
於
此
、
甚
用
嘉
之
。
夫
古
今
異
宜
、
文
質
相
愛
、
若
在
宥
而
不
理
、
外
物
而
不
爲
、
行
遼
古
之
化
、
非
御
今
之
道
。
適
時
之
術
、

陳
其
所
宜
。
又
禮
樂
刑
政
、
所
以
経
邦
國
。
聖
智
仁
義
、
所
以
序
人
倫
。
使
之
塵
絶
、
未
知
其
旨
。
『
道
徳
経
』
日
、
「
絶
學
無
憂
」
、
則
乖
進
徳
修
業

之
教
、
『
列
子
力
命
』
日
、
「
汝
異
功
於
物
」
、
又
違
懲
悪
勤
善
之
文
。
二
旨
敦
非
、
何
優
何
劣
。
『
文
子
』
日
、
「
金
積
折
廉
壁
董
」
、
宜
申
其
義
、
『
荘
子
』

日
、
「
括
與
和
交
相
養
。
」
明
徴
其
言
、
使
l
理
混
同
、
二
教
兼
畢
、
成
不
易
之
則
、
副
虚
待
之
懐
。
（
『
全
唐
文
』
巻
四
十
　
玄
宗
二
十
一
「
策
道
徳

経
及
文
列
荘
子
問
」
）

（50）


